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日本政府はポーランド共和国の要請に基づき、ポーランド共和国の国有鉄道民営化計画調査を実

施することを決定し、国際協力事業団がこの調査を実施することとなりました。

　当事業団は、本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効果的に進めるため、平成14年10月21日

から11月８日までの19日間にわたり、国土交通省鉄道局施設課環境対策室室長 高橋 俊晴氏を団

長とする事前調査団を現地に派遣しました。

　本調査団は本格調査に係る要請の背景等を確認するとともに、ポーランド共和国政府の意向を

聴取し、かつ現地調査の結果を踏まえ、ポーランド共和国政府との間に本格調査に関する実施細

則（S／W）及び協議議事録（M／M）に署名しました。

　本報告書は、引き続き実施を予定している本格調査に資するために、今回の調査結果を取りま

とめたものです。

　終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

　平成14年12月
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第１章　事前調査の概要第１章　事前調査の概要第１章　事前調査の概要第１章　事前調査の概要第１章　事前調査の概要

１－１　要請背景

　ポーランド共和国（以下、「ポーランド」と記す）政府は国営企業の民営化政策の一環として、最大

の国有企業であるポーランド国鉄（PKP）の民営化を推進している。同国は2004年にEUへ加盟する

予定であり、PKPは早急な体質改善を図る必要がある。

　1995年の「国有鉄道法」改正により、PKPは付属工場等を分離独立化させるなど、民営化に向け

た検討を開始した。1996～1998年にJICAが同国に対して行った「国鉄民営化支援計画調査」の報告

書提言に基づき、1997年には「新鉄道輸送法」及び上下分離方式並びに鉄道路線使用を国内外に開

放したオープンアクセス方式が採用された。これによりPKPは、付属工場等を分離独立させるな

ど、民営化へ向けて始動した。1996年に「国有企業の商業化、民営化法」が施行された。1997年に

は「新鉄道輸送法」が制定され、また上下分離方式（鉄道インフラストラクチャー（インフラ）の維

持・管理主体と列車運行主体とを分離独立させる方法）並びに鉄道路線使用を国内外に開放した

オープンアクセス方式が採用された2000年９月に「PKP商業化、リストラクチャリング、民営化法」

（2000年９月法）が施行された。この法律によりPKPは国が全株を保有する法人・ポーランド国鉄

株式会社（Polish State Railways Joint Stock Company：PKP S.A.）へ移行することとなり、会

社分離を見据えた部局の再編成が行われた。

　以降、2001年１月にPKP S.A.をCapital Groupの管理会社として設立して、その下に主として、

PKP地域間旅客輸送有限責任会社（PKP Regional）、PKP貨物株式会社（PKP Cargo）、PKP都市

間旅客輸送有限責任会社（PKP Intercity）、ポーランド鉄道路線会社（PKP Polish Railway Lines：

PLK）、その他電力会社、通信会社等に分割された。旅客・貨物等の現業部門は2005年末までに完

全民営化を目標としており（除くインフラ部門）、更なる企業構造改善（リストラクチャリング：リ

ストラ）や不採算路線の廃止等による経営合理化と商業化を推進することとしている。

　PKP S.A.の民営化支援については、2001年に世界銀行が調査を実施したが、網羅的な調査でな

く全体方針について言及されていない。一方、JICAが提出した上記報告書はPKPの民営化に係る

全体方針の提案であり、これに基づく具体的提案をPKP S.A.は強く希望している。現段階ではポー

ランド、PKP S.A.及び傘下の各社の事情（経済状態の悪化、従業員組合との関係等）等によって

JICAの提示したマスタープランは高く評価されつつも、必ずしも順調に実施されているとはいえ

ない状況にあり、依然として巨額の財政赤字を抱えている。

　PKP S.A.の円滑な民営化の実施には、上記の現状を正確に把握し、さらに具体的かつ詳細な計

画の策定が不可欠である。

　かかる状況の下、ポーランド政府は、2000年４月、PKPの民営化の具体化に向けての最適な手

法の策定を目的とする本調査を我が国に要請した。要請に応え、JICAは事前調査団を派遣し、
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2002年11月に調査の枠組みを決める実施細則（Scope of Work：S／W）及び協議議事録（Minutes of

Meeting：M／M）をインフラストラクチャー省（Ministry of Infrastructure：インフラ省）と署名・

交換した。

　本件調査は2000年に調査の別途指示が出されたが、口上書交換をめぐる交渉が長引いたため、

2002年度より調査を実施することとなったものである。

１－２　事前調査の目的

　ポーランド政府（インフラ省及びPKP S.A.）に対して開発調査のスキームについて理解促進を図っ

たうえで、本件調査に係る要請背景の確認、政府の意向及び実施体制の確認を行うとともに、資

料・情報収集、現地踏査を行い、我が国の協力の可能性を検討し、それを踏まえたうえで、ポー

ランド政府機関関係者と協議し、実施する調査の範囲、内容、方法、期間及び双方の担当事項等

を定めたS／WとM／Mの署名・交換を行う。

１－３　調査団構成

担当分野 氏　　名 所　　　属 派遣期間

総　　括 高橋　俊晴 国土交通省鉄道局施設課環境対策室室長 10月26日～11月６日

鉄道政策 長谷川　修 国土交通省鉄道局総務課課長補佐 10月26日～11月６日

協力計画 梅永　　哲
国際協力事業団社会開発調査部
社会開発調査第一課課長代理

10月26日～11月６日

調査計画／
事前評価

伊藤季代子
国際協力事業団社会開発調査部
社会開発調査第一課

10月26日～11月６日

民営化評価１
（組織評価）

岩瀬　信久 有限会社　IMG 10月19日～11月10日

民営化評価２
（財務評価）

小島　昭久 個人コンサルタント 10月19日～11月10日
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１－４　調査日程

　ポーランド国有鉄道民営化計画調査（事前調査・S／W協議）日程

月　日 調　　査　　項　　目 備　考

10月19日 東京出発10：00→フランクフルト到着14：50 役務団員

10月20日 フランクフルト出発10：40→ワルシャワ到着12：15 同上

10月21日 JICAポーランド事務所表敬

インフラ省、PKP S.A.表敬

在ポーランド日本大使館表敬

同上

10月22日 現地調査・資料収集（26日まで） 同上

↓ ↓ ↓

10月26日 東京出発11：15→パリ到着16：35 官団員

10月27日 パリ出発9：35→ワルシャワ到着11：55 団員合流

10月28日  9：00　JICAポーランド事務所表敬

10：30　インフラ省、PKP S.A.表敬・協議

15：00　在ポーランド日本大使館表敬

団員全員

10月29日  9：00　S／W及びM／M協議

14：00　世界銀行表敬

16：30　欧州復興開発銀行表敬

同上

10月30日 10：00　UKIE表敬

11：00　S／W及びM／M協議

同上

10月31日 09：00　S／W及びM／M協議 同上

11月１日 万聖節（祝日） 同上

11月２日 都市間鉄道試乗視察（ワルシャワ～クラコフ間） 同上

11月３日 休日 同上

11月４日  9：00　S／W及びM／M署名

JICA事務所報告

在ポーランド日本大使館報告

同上

11月５日 午前：資料整理 同上

午後：ワルシャワ出発12：45→パリ到着15：10

　　　パリ出発18：05→東京

官団員

資料収集・現地調査（11月８日まで） 役務団員11月６日

（パリ出発18：05→）東京到着14：00 官団員

11月７日 資料収集・現地調査 役務団員

11月８日 資料収集・現地調査 同上

11月９日 ワルシャワ出発9：50→フランクフルト到着11：55

フランクフルト出発13：40→東京

同上

11月10日 （フランクフルト出発13：40）→東京到着08：55 同上
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１－５　協議結果概要

　今回の調査に関して、ポーランド側がJICAの開発調査について基本的なところで理解が不足し

ていたこともあり、齟齬が生じた点があった（例えば、JICAが派遣する予定の本格調査団を１コン

サルタントとして扱い、ポーランド側が発注する仕事をしてもらうと理解していたこと、S／Wに

ついて、ポーランドの法律（国際援助に関する法を指すか？）に従って本格調査団が実施する調査

の詳細計画をS／Wの別添書類として添付してほしいとの要望があったことなど）。これらの見解

に関して調査団側は、JICAが派遣する本格調査団は、ポーランド側と共同で調査作業を実施する

ものであり、発注者と受注者の関係とは異なること、S／Wの章立てなどの構成を変えることはで

きず、また詳細計画については、本格調査団が決定後、調査開始の際のインセプション・レポー

トをもって説明することを伝え、基本的な理解を得ることができた。

　前回の調査を実施したにもかかわらず、このような基本的な理解が不足していたのは、当時の

関係者が異動となり、ポーランド側としては日本側の調査の進め方に馴染みがなく、むしろ世界

銀行等のやり方に準じて、この調査をとらえていたのも、その一因と思われる。

　S／W及びM／Mに関して、調査団側が提示した案に対してポーランド側がカウンター・プロ

ポーザルを提示した。協議の結果、特にM／Mについては、調査団が作成した案を元にポーランド

側の要望をできるだけ反映させる形で、それぞれの項目について意味を確認しあって案を作成す

ることとなり、調査事項等については、規定の範囲内でできるだけ詳細に記述することとした。

　また、S／WのUndertakingに関しても、ポーランド側より変更する案が提示されたが、口上書

にて確認された事項について変更することはできない旨を伝え、了承が得られた。

　調査に関して必要な文書・データの持ち出しについては、ポーランド法律の規定範囲内であれ

ば、持ち出しを許可する旨の説明があり、調査団はその旨をS／Wに記載することとし、了承が得

られた。

　本格調査の具体的な調査開始時期について、１か月前にポーランド側に知らせることで了承が

得られた。

１－６　団長所感

　標記について、平成14年10月19日～11月10日まで（官団員は10月26日～11月６日まで）現地調査

を行った。途中、調査内容、便宜供与関連事項、責任体制等の調整のため、深夜に及ぶ困難な交

渉があったが、最終的には予定どおりの日程にてS／W及びM／Mの署名にいたった。

　ポーランド側と協議した結果、感じた点、また、今後の本格調査の進め方等について留意すべ

きと考える点は以下のとおりである。
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（１） 調査の内容について

　今回、S／Wの基本となった要請内容（Terms of Reference：TOR）は2001年11月のものであ

る。その後、PKPをとりまく状況は大きく変化している。現在（2002年11月）も、「2000年９月

法」の改正案等を国会にて審議中であり、2003年初めにかけて状況は流動的である。さらに、

その後にはポーランドのEU加盟を控えており、外部環境が、事前調査から本格調査開始まで

の間に変化すること、本格調査期間中においても変化することを前提として、調査内容を組み

立てる必要がある。

　調査内容に関して、もう１点留意すべき事項がある。世界銀行や欧州復興開発銀行（EBRD）

等の調査及びPKP S.A.自身で実施する調査、さらには地方（県内及び県間）鉄道の運営を引き

継ごうとする地方自治体の実施する調査等の存在である。本件本格調査とこれら調査との調査

内容の重複を避けることは不可能であり、また重複しない調査内容に調整したうえで本格調

査を開始したとしても開始後の重複は避けられないだろう。調査を効率的に実施する観点か

ら、調査内容の重複を避けることは原則ではあるが、一方、体系的な調査を実施することも更

に重要である。

　以上より、今回本格調査の内容については、ポーランド側の法的義務等について、現在審議

中の法案が成立、あるいは審議が進み、ある程度の見極めが可能となる2003年２～３月ごろ

以降に、ちょうどこの時機は日本側の手続きが順調に進んでいればインセプション・レポート

提出時に相当するが、ポーランド側と本格調査の内容について再度、詳細な調整を行い、本格

調査がポーランド側にとって真に有用なものとなるよう配慮した調査内容・工程とする必要が

ある。

　さらに、調査内容に関して避けることのできない事項として労働組合の問題がある。今回の

事前調査の協議の場においては、調査内容の項目として労働組合問題を取り上げることの是非

について、ポーランド側から積極的な意見はなかった（むしろ、日本側からの質問に対して明

確な返答を避けていた）。しかし、労働組合対策は、民営化に伴って検討を避けることのでき

ない項目であり、本格調査のなかでは、政権党とインフラ省との関係など、ポーランド側の諸

般の事情も考慮したうえで対応する必要がある。ただし、PKP労働組合活動に対する国民の

見方は変化しつつあり、先行してPKP S.A.から分離・民営化した会社に社会の高い評価が与

えられ、労働者の意識改革が話題となった場合には、PKPに対しても労働組合対策について

なんらかの提示が必要になる可能性もある。この点から、調査団員の構成において、「労働組

合」の表現は使わずに、「人材開発」担当など、柔軟な対応の取れるような団員構成としておく

必要がある。
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（２） 調査の実施体制について

　1996～1998年に実施した前回JICA調査「ポーランド国鉄民営化支援計画調査」の評価は極め

て高いものがある。調査内容の一部は、既に実施に移され効果をあげており、また予測値があ

たっているものや具体的計画にそのまま盛り込まれた数値も多い。しかし、その後の外部環境

の変化によって前回調査内容の見直しが必要となっている。この場合、高い評価を受けている

調査内容を見直すことになるが、見直し後の結果がポーランド側にとって不満足な結果となっ

ても、ポーランド側に納得・評価されるためには、前回調査との継続性に最大限の配慮を払う

必要がある。

　また、現在、PKP S.A.内に「教授」と呼ばれる人物が存在し、この者が民営化政策決定に大

きな影響力をもっている。同者のPKP S.A.内部での組織的位置づけやインフラ省との力関係、

世界銀行との関係、PKP S.A.及びインフラ省内部での評価については、詳細は不明であり、

また、JICA調査の手法について明らかに誤解もしていたようだが、場面によってはインフラ

省鉄道局長以上の発言力を有している。カウンターパート（C／P）となるクラスの者に対して

の影響力も非常に大きいと考えられる。このような状況下で本格調査を効率的に、体系的に実

施するためには、この教授の影響のマイナス部分を避ける工夫も必要と思われる。

　以上より、本格調査の調査体制は、

１）　前回調査との継続性を確保する観点から作業監理委員長には、ポーランド側から勲章も

受けている前回作業監理委員長と同一とすることが必要不可欠である。

２）　作業監理委員に、学識経験者（大学教授）を加えることを検討する必要がある。

３）　本格調査団についても、前回本格調査との継続性が確保できるよう最大限の配慮を払っ

て選定する必要がある。

　このような調査体制で臨めば、前回調査の高い評価を基盤とし、継続性を保ちつつ責任ある

内容見直しが可能となり、今回調査も前回同様、高く評価されることになることと確信する。



－7－

第２章　第２章　第２章　第２章　第２章　PKPPKPPKPPKPPKP民営化の現状と課題及び本格調査への提言民営化の現状と課題及び本格調査への提言民営化の現状と課題及び本格調査への提言民営化の現状と課題及び本格調査への提言民営化の現状と課題及び本格調査への提言

２－１　ポーランド市場経済化の動向

（１） 経済・社会の現状

　1990年代後半に中東欧諸国のなかでも高い経済成長を記録（1997～2001年平均で4.2％）した

ポーランドだが、2001年の実質経済成長率は1.1％と同地域における最も低い水準にとどまっ

た。高まるインフレ圧力を背景の下にとられた高金利政策が経済停滞をもたらし、ITバブル

崩壊に伴う欧州全域での景気減速や経済協力開発機構（OECD）諸国で最高の失業率と相まって

景気の減速感が続いている。インフレの沈静化という明るい材料がある一方で、2000年に最

高を記録した対内直接投資も2001年は前年比37％減の64億ユーロにとどまり2002年上半期に

おいてもそのペースは回復していない（表２－１）。

　しかし全体としてみればポーランド経済は市場経済化とEU加盟に向けて順調な歩みをとっ

てきており現在の景気低迷もそれまでの高度成長の反動による循環的なものとの見方が多い。

EUは「ポーランドは貿易と価格自由化の点で移行過程（制度変革）を完了し、民営化において

十分な成果を出し、変革の第２ステージで大きな発展を遂げている。ポーランドは既に市場経

済国としての体裁を整えている」と評価している。購買力平価でみた１人当たりGDPはEU平

均の40％に達し、EUへのキャッチアップ過程を順調にたどっている。一方で、所得水準の地

域格差が極めて大きく、失業率についても地域格差が存在するとともに若年層の失業が多いこ

となど市場経済体制への移行に伴う経済・社会面の不均衡も顕在化している。

　ポーランドの行政機構は中央政府と地方政府から成り立っている（図２－１）。中央政府の下

に、県（ボイボド：Voivodship）、郡（ポヴィアト：Poviat）、市町村（グミナ：Gumina）という

３つの行政単位がある。ここで注意すべき点は県レベルにおいて中央政府の出先機関としての

「ボイボト事務所」（トップは中央政府の任命による県知事）の他に、地方選挙によって選出され

表２－１　主要経済指標の推移

項　　　　目 1997 1998 1999 2000 2001
1997～
2001平均

2002

実質GDP成長率（％） 6.8 4.8 4.1 4.0 1.1 4.2 0.5（Q1）
インフレ率（％） 15.0 11.8 7.2 10.1 5.3 9.9 3.1（７月）
失業率（％） 11.0 9.9 12.3 16.3 18.4 13.6 19.9（Q2）
財政赤字比率（％） -4.3 -2.3 -1.5 -1.8 -3.9 -2.8 -
経常赤字比率（％） -4.0 -4.4 -8.1 -6.3 -4.1 -5.4 -
直接投資額（百万ユーロ） 4,328 5,678 6,821 10,115 6,377 6,646 2,486（１～７月）
出所：European Economy, European Commission Enlargement Papers, Issn 1608-9022, No.10, p.102,

　　　October 2002.
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た「自治会長（マーシャル）」と「マーシャル事務所」が存在することである。調査団のヒアリング

によれば、マーシャル事務所は地方行政において一定の権限を有する一方、独自の歳入源を

もっていないが、ポヴィアトやグミナは歳入源をもっているとのことである。PKPの企業構

造改善（リストラ）に関して、地方路線の存廃や地方政府への移転等が検討課題になると考えら

れるが、それらを検討していく際には、このような同国の地方における行政機構の構造を外部

環境条件として視野に入れておく必要がある。

（２） 国有企業民営化の現状

　ポーランドにおける国有企業民営化は市場経済体制への転換に係る重要な制度変革の１つで

あり、旧体制下での国有企業に新たな民間資本と効率的・効果的な経営ノウハウを注入するこ

とにより、ポーランド経済を効率的かつ競争力あるものにすることを目的としている。

　市場経済体制への移行が始まった1989年時点において、GDPに占める同国民間企業部門の

シェアはわずか７％にすぎなかった。雇用と産出額のそれぞれに占める民間セクターのシェア

はその後、一貫して上昇し1995年にはそれぞれ62.8％と61.1％、2000年には73.7％と74.9％

を記録するにいたり、民間企業部門はポーランド経済全体のほぼ４分の３を占めるまでに成長

している（図２－２）。しかし、GDPに占める国有企業部門が占める割合はチェッコでは５％、

ハンガリーでは６％にしか過ぎず、その点でポーランドはこれらの国々に比べて遅れていると

の指摘がなされている。

図２－１　ポーランドの行政機構図

中央政府機構 地方政府機構

中央政府（省庁、中央政府事務所）

ポヴィアト

一般政府サービス

マーシャル事務所

（Marshal）

ボイボド

事務所

ボイボド

一般政府サービス

ポヴィアト事務所

（Starsta）

グミナ事務所

（Mayor）

中央（Central）

県（ボイボド）（Regional）

16 Voivodships

郡（ポヴィアト）（Poviat）

315 Poviats

市町村（グミナ）（Municipal）

2,489 Gumina

出所：pp.69, “OECD Economic Surveys, Poland”, June 2002を元に調査団が加筆・修正

レベル
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図２－２　民営化による政府収入と対GDP

　ポーランド国有企業の民営化の主要な形態として直接民営化（Direct Privatization）と間接

民営化（資本民営化：Capital Privatization）の２つがある。直接民営化は主に従業員500名以

下の中小企業に対して適用されるもので、国庫省の承認を得る必要があるものの実際の民営化

プロセスの管理・運用は16県の知事が行う、各地方におけるボトムアップ型アプローチであ

る。直接民営化は、購入希望者への直接売却、合弁事業者への資産売却（出資）、資産の長期

リースという形で行われ、これまでに2,084件に適用され1,931件の民営化が完了している。

　一方、間接民営化（資本民営化）は主に大企業に対して適用される。第１段階として当該企業

を1 0 0％国庫省所有の株式会社（Joint Stock Company）に転換するいわゆる「商業化

（Commercialization）」を行う。そして第２段階として公開入札や個別投資家との交渉等の方

法で民間投資家への株式売却を実施する。直接民営化に比べて規模の大きな企業を対象とする

ことから政府の民営化収入の太宗を占めるとともに、民営化に向けた企業の構造改善や民営化

プロセスの実施に関して多大の労力と時間を要するケースが多い。それでもこれまでに1,515

社の企業が商業化（株式会社化）され、ごく少量の部分的なものを含めて970社の株式が民間に

売却された。法人・ポーランド国鉄株式会社（PKP S.A.）もこの間接民営化によって商業化さ

れ、将来の民間への株式売却を計画している国有企業の１社に該当する。この間接民営化の法

的根拠は1996年に制定された「国有企業の商業化・民営化法（Act of August 30th, 1996 on the

Commercialization and Privatization of State Enterprises）であり今後、PKP S.A.が株式

売却を含めた民営化を具体的に実施する際には、この法律に準拠した手続きを進める必要があ

る。OECDはポーランド政府（国庫省）が直接保有する企業、又は同国の法律において株主権を

行使できることが規定されている全体の20～25％以上の株式を保有する株式会社が依然、
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3,070社程度あると推計している。

　また、国有企業の民営化は赤字が続く政府の財政収支を穴埋めする貴重な資金源ともなって

いる。2000年には総額252億ズロチに上るポーランド・テレコム社株式の第２次売却（主要投

資家はフランス・テレコム）という大型案件もあり政府の民営化収入は250億ズロチを超え、

対GDP比も４％に達した。ちなみに2000年の中央政府一般予算の歳入は1,357億ズロチ、歳出

は1,510億ズロチである。しかしこれをピークとして、民営化収入は2001年には政府当初見通

しのわずか３分の１の65億ズロチにとどまるなど落ち込んでおり、ポーランド政府の財政収

支に影響を与えるとともに、投資家に売却できる優良国有企業の民営化案件が少なくなってき

ていることをうかがわせる（図２－２）。一方、ポーランド最大の造船会社であるグダンスク造

船所は外資導入を行わずに株式を小口に分けて国内投資化に売却して民営化を果たしたものの

その後、経営が軌道に乗らずに倒産するなど、同国基幹産業における大規模国有企業の民営化

が必ずしも順調に進んでいるとはいえない状況にある。

　日本貿易振興会（JETRO）ワルシャワ事務所ではポーランドにおける民営化の進展が分野（セ

クター）によって大きく異なるのは、①そのセクターにおける企業数、②民間企業と国有企業

の全資産に占める割合、③外国投資家に対する魅力の程度、の３点から分析することによって

理解することができるとしている。また、リストラにおいて民間企業よりも国有企業の方が雇

用リストラに係る十分な配慮をする傾向があり、国有企業への資本参加や買収を検討する民間

企業が、買収先の雇用に係る社会的コストの負担や、それに係る交渉の難しさなどの点で民営

化案件への参加に消極的になる傾向を示唆している。一方、OECDはポーランド国有企業の

民営化に係る主要課題として「法律・制度面の整備が進んでおり民営化手順が明確に定義され

ているものの、現経営陣や従業員、複数の省庁等、様々な社会的組織・パートナーとの複雑な

協議を必要とすることで多大の労力と時間を要すること」をあげている。OECDは現行の制度

が透明性の高いものであることを評価しつつ、同国政府が民営化に関する制度を変更して国有

企業の株式売却を加速しない限り、現在、計画されている民営化を実現するには最大20年か

かるという見方をとっている。以上の現状から考えれば、鉄道インストラクチャー（インフラ）

という重要な社会資本と鉄道輸送という一国の基幹的な経済活動をほぼ独占してきた国有企業

PKP（グループ）の民営化は、その実現に向けて様々な外部環境面での課題を背負っていると

推察することができる。

（３） EU加盟に向けた動き

　1989年に市場経済体制への移行を開始したポーランドは同年、European Community（EC）

との通商経済協力協定を批准するとともに、1991年にはハンガリー、チェッコとともにECと

の連合協定（Association Agreement）を結び、EUとの協力関係を強化してきた。連合協定の
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目的は政治的・経済的改革の促進、10年間の過渡的期間を経た後の自由貿易地域の創設（EU

域内市場との一体化）、「政治的対話」の枠組みの創設、文化面での協力等、EUとの関係を制

度的に保証するものである。協定国の経済・政治水準が一定水準に到達すればEU加盟の展望

を開くもので、その後、1997年７月の欧州委員会（Commission of the European Communi-

ties：EC）でポーランド、ハンガリー、チェッコ、スロヴァキア、エストニア、キプロスの６

か国とのEU加盟交渉を1998年３月から開始し、2002年以降の加盟をめざすことが決議され

た。

　このような経緯を経てポーランドは「EU加盟」を前提とした政治・経済・社会制度改革を進

め、具体的な計画策定・実施にあたってはECによって義務づけられた包括的分野、及び各分

野（セクター）におけるECとの政策協議・調整を実施するとともに、後述するEUの資金援助

や技術援助を最大限に活用してきた。このような経緯を経て2002年９月までにポーランドは、

31の加盟交渉項目のうち、交通セクターを含む27の項目についてECと暫定合意に達し、10月

９日にはECがポーランドを含めた10か国の2004年EU加盟を認めるようEU各国に勧告した。

　ポーランドの交通政策に関しては、以上のような経緯でEU加盟準備の一環としてポーラン

ド政府がECと協議・調整を繰り返しながら、政策実現・構造転換を図ってきた。その結果を

受けて、ECは2002年10月の報告書のなかで2001年以降のポーランド交通セクターに係る政策

やその進捗状況について次のように評価、記述をしている。

　過去１年の間、ポーランドは法制度の改革に努め、特に航空・道路・海運の各セクターにお

いて良好な進展をみせた。2002年１月にポーランド政府は汎ヨーロッパ・ネットワーク（Trans

European Network：TEN）との整合性を取るための新たなインフラ開発計画を策定した。

2002年～2005年までに自動車道路、高速道路の建設と近代化のために360億ズロチ（92億ユー

ロ）を投資することとなっている。550kmの自動車専用道路と200kmの高速道路の建設と近代

化、1,500kmにわたる主要道路のEC標準にあった仕様（重量、寸法）への変更等が予定されて

いる。これらの投資資金は税金、ステッカーシステム、ECと国際金融機関からの無償資金協

力等によって手当てされる予定である。同時に、インフラストラクチャー省（インフラ省）は組

織改編を行い「インフラストラクチャー財務部（Department for Infrastructure Financing）」

を創設した。

　鉄道セクターにおいては法的整備に係る目立った進展はなかった。国有鉄道会社であるPKP

の困難なリストラが継続している。労働組合によって承認された雇用リストラが2002年も実

施されており、22万3,924名に上ったポーランド国鉄（PKP）在籍者は2002年１月までに７万

1,362名減少したのに続き、2002年末までには適正規模になるとみられている。PKPは持株会

社に移行し、インフラ管理会社であるポーランド鉄道路線株式会社（PLK S.A.）とともに、輸

送サービス会社であるPKP貨物株式会社（PKP Cargo）、PKP都市間旅客輸送有限責任会社
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（PKP Intercity）、PKP地域間旅客輸送有限責任会社（PKP S.A.）地域間旅客が設立されサー

ビスを開始している。しかし、これらの機能分離や将来の民営化の前提となる資産の移転は法

的・財務的理由から遅れが生じている。ポーランド鉄道の財務状況は悪化の一途をたどってお

り、同時に2001年の貨物輸送量（-14％）、旅客輸送量（-7％）はともに減少している。国内貨物

輸送分野での競争は進展しておらず民間企業ユーザーに対する割引は特定の顧客にのみ付与さ

れている程度である。

　このように鉄道セクターの現状は問題が山積みである。PKPのリストラは急務の課題であ

り、ポーランド政府がそれを推進していくことが強く期待される。鉄道分野における法制度の

改編・調整が必要であり、特に鉄道インフラ使用料の枠組みは変更されるべきである。輸送・

運行管理から鉄道インフラ管理を切り離して、その独立性を保障したうえで路線管理の強化、

特に会計管理上の透明性向上を図るべきである。ボイボドとポヴィアト当局は地方・郊外旅客

サービスの責任を全うする準備として、大幅な能力向上に取り組む必要がある。現在の鉄道路

線網において多くの速度制約を招いている鉄道インフラの適切な維持・補修問題について、包

括的な鉄道インフラ開発計画が必要とされている。また、近隣諸国、特にバルト海諸国との国

際間鉄道運行に係る改善を進めていく必要がある。

　ポーランドはEU加盟準備としての交通セクターにおける制度的・法的枠組み整備を全体的

には着実に実行してきた。しかし、まだいくつかの必要な法制度整備が残っている。また交通

セクターにおける行政能力の向上を実現してきたが、いくつかのセクターにおいてはこの面で

の更なる強化が必要である。

　交通セクターに係る加盟交渉は基本的（暫定的）に終了した。ポーランドに対しては（2004年

の）EU加盟後に２つの移行措置が適用されることとなった。第１は2010年まで、EU標準より

も低い道路積載荷重基準を認めること。第２は2006年まで、EU加盟国が認めるべき汎ヨー

ロッパ鉄道貨物ネットワーク（Trans-European Rail Freight Network：TERFN）の無制限

乗り入れを猶予すること、である。

　以上のように、ポーランドのEU加盟交渉は終了し、2004年のEU加盟が決定している。交

通セクターは31の加盟交渉テーマの１つとしてECとの政策調整・法的整備・構造転換が進め

られ一定の評価を得てきたが、鉄道セクターについてはECによる厳しい現状認識が行われて

いる。後述（２－３章）するが、PKPのリストラと民営化に関連して、2004年のEU加盟に向け

た準備段階、また2004年の加盟後においてもECによるポーランドの鉄道政策及び鉄道セク

ターに対する関与と支援が継続することが確実な情勢である。

（４） 市場経済化動向に係る本格調査に向けた課題

　以上、述べてきたようにポーランドはEU加盟に向けた経済・社会の構造改革・発展を順調
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に遂げてきている。これらを背景とした市場経済化動向に係る本格調査に向けた主要な課題と

視点をあげると以下の４点となる。

　第１は、EU全体の交通政策、鉄道政策との整合性に対する留意である。ポーランドは交通

セクター及び鉄道セクターが内包する解決すべき課題とその対応方法について、ECとの厳し

い加盟交渉のなかで一定の方向性を打ち出してきた。特に、TEN形成に関連してEU加盟前も

加盟後も、EU全体の交通政策や鉄道政策を意識した具体的な鉄道政策や投資計画の検討・策

定が必要とされる。この意味で、本調査は「ポーランド国有鉄道民営化計画調査」であるが、

「EU加盟国としてのポーランド国有鉄道民営化計画調査」であるとの認識に立つ必要がある。

本格調査では、事前調査で時間的制約から接触することができなかった在ワルシャワEU代表

部やEC等との情報交換・意見交換を緊密に行い、EUの交通政策・鉄道政策の方向性と具体

的施策・制約条件に留意しながら、調査を進める必要があろう。

　第２は、ポーランド経済・社会の全体的な成長・発展過程において、鉄道セクターがどのよ

うな位置づけにあるべきかという課題に対する留意である。事前調査においては、「EU加盟

を前提に同国における交通セクターの位置づけとそのなかでの鉄道セクターの役割を明確化し

て、鉄道セクターの経済的価値（産出額、付加価値額、雇用などの面で）を高めるための具体的

提言を出してほしい」という指摘がたびたびポーランド側から出された。本格調査の内容は、

後述するようにPKPグループ各社の具体的な経営改善と将来の民営化に向けた手順の提示が

主なものとなるが、その前提として、EU加盟後のポーランド経済・社会の姿を概観したうえ

で鉄道セクターが同国経済・社会に占めるべき位置づけがどのようなものであるべきかを、マ

クロ的な観点に留意して分析・提言を行うことが必要とされよう。

　第３は、ポーランド国有企業の民営化に係る全体的な流れ・方向性に対する留意である。前

述したように、同国国有企業の民営化は既に「民営化しやすいところはすべて民営化され現

在、民営化が検討されている国有企業は政治的・経済的に民営化が困難なもの」というのが現

状であると判断される。一方、国有企業の民営化についてはその具体的な手順・ルールが法律

によって既に厳密に規定されている。「民営化」の議論はポーランドを含む市場経済移行国だけ

でなく、先進各国においても大きな政治課題である。本格調査においては同国国有企業民営化

の全体的な流れとその実態、具体的な制度・政策の推移を十分に見極めたうえで「民営化すべ

きか否か」を含めた「PKP民営化」に係る具体的・現実的な検討・提言を行うことが重要であろ

う。

　第４はポーランド地方行政における法的・予算面での権限と責任分担に係る留意である。

PKPグループの経営改善・民営化の検討においては地方鉄道路線の存廃、地方行政機関への

移管等が重要課題となる。その際には、現在及び将来の同国地方行政の機構・構造に留意して

中央と地方のそれぞれにおける適切なコスト負担、責任分担のあり方に言及する必要があろ
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う。特に事前調査において必ずしも明確にならなかった「ボイボド」と「マーシャル」の関係をは

じめとする県レベルにおける財政構造や意思決定（権限）構造等を明確化して、現実的な提言を

していく必要があると考えられる。

２－２　PKPの商業化・リストラ・民営化に係る現状と課題

（１） PKPの現状について

１）　PKPの現状

　PKPは、欧州大陸の中央部に位置し、鉄道路線延長は２万1,172km（2000年）と欧州・東

欧諸国のなかではドイツ、フランスに次ぐ鉄道大国である。年間の輸送量は、旅客３億

6,100万人、貨物１億8,700万tとなっており国内における機関交通分担率では、旅客27％、

貨物14％の割合を占めているが、その割合は年々減少傾向をたどっている。経営状況は、

1980年代より輸送量の減少傾向とともに収支状況は悪化し、1990年ごろから経営再建のた

めリストラに取り組んでいる。しかし、リストラは従業員の理解を得て進めるものである

が、同国における連帯等の強い労働組合により要員の削減は予定どおりに進まず、組合の存

在は経営再建に大きく立ちはだかるものとなっている。

　このため、2000年における損失は24億ズロチを超えるものとなっており、累積債務は70

億ズロチを超え年間の運輸収入に匹敵する額となっている。政府はこのような状況に対し

て、特に収支バランスが困難な旅客輸送に対し、補助金を交付してきたが抜本的な対策と

なっておらず、かっての日本国有鉄道が1964年度の経常損益において赤字体質となり、以後

年々累積債務は増加傾向となり10年後の1973年度末には単年度収入を上回るものとなった

状況と類似するものとなっている。

　このような状況に対しポーランド政府は、日本に日本国有鉄道の分割・民営化の成功例に

ならいポーランドの国鉄民営化支援計画調査を要請し、1996～1998年にかけてJICAによる

調査が行われ、報告がなされた。ポーランド政府はこの報告を基に主な対策を講じてきたと

ころである。その主な対策としては、

①　1999年９月：PKPのリストラ・プログラムの採択

・財務リストラ、資産リストラ、雇用リストラ、組織・制度リストラの推進

②　2000年９月：「PKPの商業化・リストラクチャリング・民営化法」（2000年９月法）の制定

・PKP（国有企業）→PKP S.A.（商法法人・株式会社）

・PKP S.A.（持株会社）

インフラ会社 ・ポーランド鉄道路線会社（PLK S.A.）の設立

オペレーター会社 ・都市間旅客輸送有限責任会社（PKP Intercity）

・貨物株式会社（PKP Cargo）
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・地域間旅客輸送有限責任会社（PKP Regional）の設立

都市圏輸送会社 ・ワルシャワ近郊鉄道有限責任会社

・３都市高速鉄道有限責任会社の設立

その他部門の子会社 ・不動産部門

・通信部

・住宅部門

③　2000～2002年

　雇用リストラ実施のための借り入れ（早期退職手当、割増退職手当、再就職支援費への

充当資金）

・欧州復興開発銀行（EBRD）： ２億3,000万ユーロ

・世界銀行： １億ドル

を実施している。

２）　ポーランド政府による当面の対策について

　「2000年９月法」の一部見直しを予定している。主な改正事項としては、

①　政府保証債務限度額を30億ズロチから60億ズロチへの増額

②　短期債務の長期債務化

③　余剰人員対策費の国による負担

④　PKP S.A.からPLKへのインフラの譲渡

等が予定されているとのことであった。

３）　予測される問題点について

①　都市間旅客輸送

　同部門については、現状の道路ネットワークが整備されていない状況や、今後において

も道路整備が急速に進展しない見込みから、十分自立して経営の維持運営が見込まれてい

るが、次の点において危惧される。

・オープン・アクセスによる他国鉄道事業者の参入（競争の激化）

・インフラについての手入れがなされていないこと（費用の増加）

・線路改良がなされていないため高速走行ができないこと（都市間輸送としての機能が

発揮できないこと）

・車両が老朽劣化していること（利用者サービスが不十分）

②　貨物輸送

　同部門は、現状においては十分利益が見込まれるが、昨今における石炭鉱山の閉鎖等に

より外国への輸出が減少するものと見込まれている。現在のバルク輸送から複合輸送への

輸送需要の変革に伴う体制整備。
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③　地域旅客輸送

　同部門は、廃止や地方自治体への経営移管等により経営のスリム化が予定されている

が、政治家による過剰な関与や国から予定されている補助金が国の厳しい財政状況から助

成が実施されないため、地方自治体において経営が引き受けられないこと。地方自治体も

地域における交通計画が検討されないことから、鉄道の必要性について議論がなされてい

ない状況であること。また一方において、経営者の地域の実情にあった適切な運営がなさ

れていないことから需要の喚起が図られていないこと。これらにより、地方路線について

一応の方向性が示されているにもかかわらず経営の効率化が見込まれない。

④　共通の課題

　各部門に共通することは、

・職員に対する業務研修が行われていないため、各職場における責任感が乏しいこと

・職員の経営改革に対する意欲が乏しいこと

・組合は民営化については容認しているとのことであるが、合理化に伴う要員の削減に

対し反対をしていること

・国と鉄道事業者との関係、事業者間の関係が不明確なこと

・国と地方自治体との関係が不明確なこと

などが考えられる。

４）　今後の対応について

　ポーランド政府は、今後のEU加盟に伴う自国鉄道の競争力の強化及び政府財政に対する

財政負担の軽減を予定しているが、インフラを所有するPLK、オペレーターとなる都市間

輸送会社、貨物輸送会社及び地域間旅客輸送会社に対する具体的な施策が明確化されていな

い。日本の国鉄の分割・民営化に際しては、各省庁間の利害関係の調整及び財源問題の処理

は未曾有の課題であった。しかし、政府が率先して政治の関与からの脱却、分割に伴う民営

化各社の利害関係の調整策、及び自立方策を示したことにより成し得たものである。このよ

うな状況からポーランド政府の対応と照らし合わせると、現在までの対応は1998年のJICA

調査報告の部分的な実施が行われ、体系的な対応が図られていない。将来の各鉄道事業の継

続を図るためには、先の報告の現時点における見直しの調査を行い、より具体的な方策を示

す必要がある。

５）　具体的な調査項目

①　PKPグループ各社（S.A.、PLK、都市間旅客輸送（Intercity）、貨物輸送（Cargo）、地域

間旅客輸送（Regional））の現状の把握

・1998年以降の民営化にかかわる進展状況の把握、課題の分析

・前回調査の活用状況の把握
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・PKPグループ全体の法規、組織、財務、運営の実態の把握、課題の分析

・PKPグループ各社による設備投資計画

②　1998年以降のEUの鉄道関連規則（指令）の把握

③　ポーランド政府の財政政策、民営化政策の把握及び経済状況の把握

④　各社間の利害関係等の調整

・線路使用料の設定

・線路利用方法の設定

⑤　各社の財務状況の把握及び収支見込みの予測

⑥　地域間旅客輸送における方策

・鉄道特性が発揮できない路線の存廃に対する考え方

・地域利用実態にあった輸送体制の設定

・要員計画の考え方の設定

・地方自治体からの支援方策の策定

・経営主体が変わった場合の運営方法

・他地域にまたがる運行計画の策定

⑦　余剰人員の対策

⑧　職員の意識の啓もうを図るための研修制度の充実

⑨　各社に対する財産の整理及び有効活用の方策

⑩　今後の需要予測について

　以上について、各社カウンターパート（C／P）となる者を通じて具体的な対応策を検討し、

示す必要があると考えられる。

（２） PKP民営化に向けた経緯及び概要

　1996年８月の「国有企業の商業化、民営化法」制定をはじめとするポーランドの全体的な国

有企業民営化の流れのなかで、PKPの民営化に係る検討・議論が1990年代半ばから始められ

た。1996～1998年にかけては同国政府の要請を受けたJICAが「ポーランド国鉄民営化支援計画

調査」（マスター・プラン策定）を実施し、1998年２月に最終報告書を提出した。これを受けて

同国政府は1999年９月に「ポーランド国鉄リストラ・プログラム」を閣議承認し、2000年９月

には、「2000年９月法」を制定した。同法によって、政府部門からのPKP事業の分離・独立、

商業法人化を行うことが決定し、最終的には民間への株式売却による民営化を視野に入れた具

体的な民営化プロセスを実施することが既定路線となった。

　この「2000年９月法」を根拠に、2001年１月１日付で商法に基づく独立商業法人であるPKP
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S.A.が発足し、同年10月までにPKP S.A.傘下の事業部門を順次、独立商業法人として分離・

独立させた。これによって現在、「PKPグループ」（親会社であるPKP S.A.とその傘下にある子

会社群の総称としてこの名称を用いる）はいわゆる「商業化」を完了し、各社ごとに、またグ

ループ全体として将来の民営化を視野に入れた一層のリストラに取り組んでいる。

（３） PKPグループの組織

　2002年11月現在、PKPグループは統括会社であるPKP S.A.の下に42の子会社（うち、24社は

PKP S.A.の100％子会社）を有する。過去数年の雇用リストラを経てグループ全体の従業員総

数は約15万人に減少している。規模・機能の両面で特に重要な子会社としてPKP Regional、

PKP Cargo、PKP Intercityの輸送３社と、鉄道インフラ（線路、架線等）を有するPKPポーラ

ンド鉄道路線株式会社（PKP PLK S.A.）がある（図２－３）。後述するが、この４社とPKP S.A.

が本格調査での主要な調査対象会社となる。以下、「2000年９月法」に基づくPKPグループのリ

ストラの概要とこれら主要な調査対象会社について概観する。

１）　PKPグループのリストラ

　「2000年９月法」は旧PKPのリストラを、その分割・商業化と並行して実施していくことを

明記している。そのなかで①組織リストラ、②財務リストラ、③資産リストラの３つに係る

具体的プロセスを規定している。以下は、同法で規定している各リストラに係る条項の概要

と進捗状況である。

①　組織リストラ

　同法には「PKP S.A.は子会社（ポヴィアト）としての株式会社（ポヴィアト）又は有限責任

会社（ポヴィアト）を設立する。このなかには旅客輸送会社（ポヴィアト）と貨物輸送会社

（ポヴィアト）という「輸送会社」を含んでいる。PKP S.A.がこれら輸送会社を設立する際

には、1984年交通法と1997年輸送法で規定されている輸送に係る責任と権限がそれらの新

会社に移管される。」という条項があり、これに基づき調査対象３社を含む輸送各社が設

立・運営されている。

　また、同法は「PKP S.A.は鉄道路線を管理する株式会社たるPKP PLK S.A.を設立する。

PKP S.A.又は国庫省が保有するPKP PLK S.A.株は将来にわたって譲渡されない。PKP

S.A.が民営化又は解散する場合にはPKP S.A.保有のPLK S.A.株は国庫省に移転する。」

と規定しており、鉄道インフラを所有・運営・管理するPLK S.A.を民営化しないことを

明記している。同時に、「PKP S.A.は子会社（ポヴィアト）に対し、それらの事業運営

に必要となる現物資産と金融資産を譲渡する。ただし鉄道路線管理に必要な資産のうち、

法的所有権が明確でないものについてはPLK S.A.に対して契約書の交換をもってリース

する。これらの法的所有権が明確になり次第、PKP S.A.は該当資産・土地をPLK S.A.に
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譲渡する。PLK S.A.に移転した資産は同社の資産となり減価償却の対象となる」としてお

り、現在のPLK S.A.の固定資産とリース資産の所有形態の法的根拠を付与している。さ

らに同法は「PLK S.A.は交通を所管する大臣の同意をもって重要地方路線を該当地域の政

府又は非政府組織に移転することができる」としており、地方路線の将来の地方移管を視

野に入れている。

②　財務リストラ

　PKPグループの中核であるPKP S.A.は旧PKPの資産とともに債務を引き継いでおり、

PKP S.A.管理委員会

PKP S.A.不動産支部

（グタニスク市）

PKP S.A.海外代理事務所

PKP S.A.電力有限責任会社

（ワルシャワ市）

PKP S.A.住宅経営支部

（ワルシャワ市）

PKP S.A.測量支部

（ワルシャワ市）

鉄道通信有限責任会社

（ワルシャワ市）

PKP情報処理有限責任

会社（ワルシャワ市）

PKP S.A.鉄道労働医学支部

（ワルシャワ市）

PKP S.A.関税局

（カトヴィツェ市）

FERPOL有限責任会社

（ワルシャワ市）

CS教育研修・コンサル

ティング有限責任会社

（ワルシャワ市）

PKP S.A.取締役会（幹部会）

PKP S.A.本社

PKPポーランド鉄道路線（PLK）

株式会社（ワルシャワ市）

鉄道薬局有限責任会社

（ワルシャワ市）

修　理　会　社

PKP都市間旅客輸送有限

責任会社（ワルシャワ市）

PKPPKPPKPPKPワルシャワ近郊鉄道有限ワルシャワ近郊鉄道有限ワルシャワ近郊鉄道有限ワルシャワ近郊鉄道有限

責任会社責任会社責任会社責任会社（（（（WKDWKDWKDWKD、グロジスク、、グロジスク、、グロジスク、、グロジスク、

マゾヴィエツキ町）マゾヴィエツキ町）マゾヴィエツキ町）マゾヴィエツキ町）

PKPPKPPKPPKP３都市快速鉄道有限責任３都市快速鉄道有限責任３都市快速鉄道有限責任３都市快速鉄道有限責任

会社会社会社会社（（（（SKMSKMSKMSKM、グディニャ市）、グディニャ市）、グディニャ市）、グディニャ市）

PKP鉄鋼広軌路線有限

責任会社（ザモシチ市）

PKP地域間輸送有限

責任会社（ワルシャワ市）

PKP貨物株式会社

（カトヴィツェ市）

PKP S.A.直属

下部組織

注：（　）内は（本社）所在地

図２－３　PKPグループの組織図（主要組織・会社のみ）

PKP S.A.が50～100％の株を所有する主要関連会社

（注）黒抜き・太字がJICAフィージビリティ調査（F／S）で主な調査対象と想定される主要会社。

　　　太字斜線の２社は現在、コンサルタント（アンダーセン社）が民営化F／Sを実施中

　　　（2002年末完了予定）とのこと。

出所：PKP S.A.資料を基に調査団が追加・修正
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「旧PKP債務のリストラ」が大きな課題となっている。現在のPKP S.A.の債務総額がどの

程度に上るのかは事前調査では明確にならなかったが、様々な債権者に対する債務がある

ものとみられる。なかでも大きなものは、１）付加価値税等の租税未払いによる国家（予

算）に対する債務、２）労働ファンドに対する債務、３）国家身体障害者リハビリ・ファン

ドに対する債務、４）社会保険基金に対する債務、などの公的債務である。これらの債務

返済に係るPKPの責任と返済履行条件については「2000年９月法」に明記してある。しか

しながら、その後のPKPグループの厳しい収益状況（赤字継続）によって、これらの公的

債務返済は滞っている。さらに「2000年９月法」で規定されている（PKP）株式転換による

債務削減も債権者側との調整難航によって進んでいない。

　2000年３月にはEBRDによる総額１億3,000万ユーロの借款が実行されたことで一部の

短期債務の長期債務への転換が図られたが、2003年７月にはポーランドの銀行団保有の総

額10億ズロチに上る短期債務の償還時期がくることから、PKPグループの財務流動性は

大きな危機を迎える可能性がある。このような状況下で、PKPグループの財務リストラ

に関連する２つの大きな動きが2002年秋にあった。

　第１は「2000年９月法」を改正する新たな法案が８月に閣議決定され、国会審議されてい

ることである。このなかで、政府はPKP S.A.が抱える公的債務のうち、25億ズロチを免

除するとしている。一方、これに伴いPKP S.A.は免除債務の1.5％に当たる約3,800万ズ

ロチをリストラにかかる経費として支出することを義務づけられる。さらに、政府はPKP

グループが銀行等から融資を受ける際の政府保証限度を「2000年９月法」で規定している39

億ズロチから60億ズロチに増額するとしている。これにより財務流動性の確保に苦しむ

PKP S.A.グループは資金調達の可能性を広げることができる。この「2000年９月法」改正

法案が成立するかどうかは、2003年初めに明らかになるとみられる。

　第２はPKP S.A.による総額10億ズロチの社債発行である。「2000年９月法」において

「2001～2002年に予定される39億ズロチを限度とするPKP S.A.による社債発行により調達

される資金を、赤字経営となる旅客輸送会社に対して2001年に５億ズロチ、2002年に３

億ズロチ、合計８億ズロチを限度として支援する」ことが規定されていた。PKP S.A.は

2001年に社債発行を計画したが入札不調に終わり、2002年10月に再度、政府保証付とし

て発行することで、ようやく資金調達に成功した。調達された10億ズロチのうち、３億ズ

ロチはキャッシュフローに苦しみ破算の危機にもあるともいわれるPKP Regionalに増資

の形で注入されたとみられている。

　後で詳述するが、PKPグループの財務状況はこのように極めて厳しいものがあり、財

務リストラを着実に進めるとともに、各期において確実に収益をあげることのできる企業

体質に転換するための経営改善・事業構造改善を行っていく必要に迫られている。
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③　資産リストラ

　「2000年９月法」は国庫省が保有し旧PKPが事業運営のために使用していた土地・建物・

構造物等の資産をPKPグループに無償で譲渡すると規定している。これに基づき、資産を

引き継いだPKP S.A.は各事業会社に対してそれぞれの事業領域で必要となる資産を、所

有権登記の済んでいる物件については現物出資の形で譲渡し、法的問題から所有権登記の

済んでいない物件については各社にリースを行っている。PKP S.A.の2001年年次報告に

よれば、PKP S.A.がグループ各社に譲渡（現物出資による資産移転）した総額は53億ズロ

チとなっている。また2001年末現在、PKP S.A.が保有する土地は８万8,910か所、10万

8,490haに上っている。これらを背景として今後、PKP S.A.は保有資産の所有権の明確

化と登記を進めながら、グループ各社への資産の適切な移転とその他資産の有効活用又は

売却等の資産リストラを進めていくものとみられる。

　以上の３つのリストラ以外にも「雇用リストラ」を実施してきており、後述するEBRDや世

界銀行のローンを主な資金源として早期退職手当の支給等のプログラムによって、雇用者数

を2001年12月末時点で約15万2,000人まで大幅に減少させている。

２）　PKP S.A.

　統括会社であるPKP S.A.の主な機能は、①旧PKP債務のリストラ、②雇用のリストラ、

③PKPグループ各社の民営化プランの企画と実施、④社債発行や借入等による資金調達、

⑤設備投資や鉄道インフラ・プロジェクト（国際金融機関との調整を含む）の検討・調整、⑥

EUとの鉄道輸送の統合に係る業務、⑦旧PKPから継承した主要資産（土地・駅舎等）の売却

や有効活用の検討を含めた管理、⑧子会社各社の事業計画・業績のモニタリング・分析・管

理、などである。PKP S.A.本社及び直属の下部組織は約5,000名弱の従業員を有しており、

そのうち、戦略策定機能を含む本社管理部門の人員数は詳細不明であるものの約300名程度

と推察される。また、民営化戦略を策定・調整すべき企画要員の質・量は不足しているとみ

られ、必然的に世界銀行派遣の戦略コンサルタント等の外部資源（２－３）に依存する傾向が

みられる。PKP S.A.の100％株主は国家（国庫省）であるが、その株主権行使の権限は「交通

を所管する大臣」であるインフラ省（大臣）に委ねられている。なお、図２－３のなかで「PKP

S.A.監理委員会」という組織が取締役会の上位に存在するが、この組織は法律によって商業

法人化した国有企業に対して義務づけられた組織で、取締役会よりも大きな決裁権限を有し

ている。民営化途上の国有企業においては監理委員会に従業員代表を含めることが義務づけ

られており、PKP S.A.の場合も３つの主要労働組合代表が入っている。他のPKPグループ

各社においても監理委員会の存在と従業員（組合）代表の参加は同様の状況であり、大胆なリ

ストラ・プログラムを計画・実施する際の意思決定プロセスにおいて障害となり得ることが
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懸念される。

　PKP S.A.は財務的には単独決算とともに、20～23社とみられる連結子会社を含めた連結

決算を行っている。財務的な詳細データが必ずしも明らかでないが、PKPグループ全体の

2001年決算は約15～20億ズロチの営業損失と約13億ズロチの特別損失とにより、合計約33

億ズロチの最終損失を計上した模様である。一方、PKP S.A.は2001年年次報告において、

「2001年の営業損失は2000年レベルより縮小した」としている。また最近の新しい動きとし

てPKP S.A.は非公式の「PKPグループ会議」を組織して2002年秋までに４回程度開催してい

る。参加者はPKP S.A.、PKP Regional、PKP Cargo、PKP Intercity、PKP PLK S.A.、

PKP電力、鉄道通信、PKP情報処理、保線関連９社等のPKPグループ主要会社のトップ達

である。この会議は非公式であるため、その性格・機能はまだ明確に定義されていないが現

時点では、PKPグループに関する様々な課題に関して各社メンバーが意見交換と調整を行

う場として機能している模様である。

３）　PKP Regional

　PKPグループの旅客輸送４社（PKP Regional、PKP Intercity、PKPワルシャワ近郊鉄道

有限責任会社（WKD）、PKP３都市快速鉄道有限責任会社（SKM））のなかで最大の事業会社

である。2000年９月法の規定に基づき2001年10月１日に設立された。国内16県すべてに事

業所を置き、各県内と県間の地域旅客輸送（ともに急行と各駅停車）の運行（１日当たり約

4,000本の列車）を行っている。資本金は10億ズロチ、従業員数は約２万3,000人である。線

路や駅舎・架線・電力設備等、基礎的な鉄道インフラは所有しておらず、PKP PLK S.A.や

PKP電力等のPKPグループ会社資産の利用やサービスを、線路使用料や電力購買料の支払

いを行うことで受けている。一方、客車とディーゼル機関車は自社資産であり、ディーゼル

機関車運転士も自社従業員であるが、電気機関車と電気機関車運転士についてはPKP

Regionalからサービス提供を受けている。このような理由から、総コストの約３分の２（68

％程度）がPKPグループ企業に対する経費支払いとなっている。切符販売についてはPKP

Intercityと共同販売している。

　PKP Intercityのように中核都市間高速列車等の「ドル箱路線」を有しておらず、営業収支

は常に赤字で厳しい経営状況にある。輸送業務（列車運行）の計画・実施は、事業所を有する

16県の地方自治体による「発注」に基づくものとなっており、各地域の要請に基づいた列車運

行を行ったうえで、赤字分はそれぞれの地方政府予算からの補填金によって賄われているこ

ととなっている。しかし、16県の事業所は路線距離や旅客数等で大きくばらついており、政

治からの圧力で県という行政単位ごとに事業所を置くことになった模様だが、輸送効率・経

営効率の面からは疑問視されており、16事業所の統廃合が課題となっている。また、県とい

う行政組織そのものが、２－１章で述べたようにボイボド事務所とマーシャル事務所による
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二重構造となっており、運行計画の策定、さらには赤字路線の統廃合等の戦略的な対策を検

討・実施するには難しい環境を抱えている。

　PKP Regionalは設立当初から赤字経営となることが確実視されていたため前述したよう

に、「2000年９月法」において「2001～2002年に予定される39億ズロチを限度とするPKP S.A.

による社債発行により調達される資金を、赤字経営となる旅客輸送会社に対して2001年に５

億ズロチ、2002年に３億ズロチ、合計８億ズロチを限度として支援する」ことが規定されて

いた。しかし実際にはPKP S.A.による社債発行が遅れたため、2001年の支援（増資）はなく

2002年10月になってようやく３億ズロチがPKP Regionalに対して増資された模様である。

さらに、ポーランドでは1992年６月制定の「鉄道輸送割引法」によって、特定の要件を満たす

旅客層に対して旅客輸送鉄道会社が割引乗車を認めることが義務づけられている。この割引

に対する補填は本来、全額を国家が保証すべき性格のものであるが、国家財政収支の厳しい

状況を受けて、2002年予算では補填率を補填必要額の52％に抑えること、さらに１社当た

りの補填額上限を１億6,500万ズロチとすることとなった。PKP Regionalでは2002年の補

填必要額を４億4,000万ズロチと推定しており、結果的に２億7,500万ズロチに達する損失

が当初予算に対して発生する見込みである。

　このように、PKP Regionalをめぐる外部経営環境は極めて脆弱であり、さらに営業利益

を確実に上げていけるだけの確固たる内部経営資源を有していないとみられる。その結果、

現時点でのキャッシュフローと財務流動性の状況は極めて悪く、同社が販売したPKP

Intercity用切符の販売収入の同社への支払いや、PKP Cargoに対する電気機関車・運転士

サービスにかかる経費支払いなどのPKPグループ各社への支払いが滞り、グループ全体の

財務流動性に悪影響を及ぼすという弊害をもたらしている。以上のような状況が、本格調査

において「PKP Regionalの経営改善・民営化に向けた対策を最優先事項として調査・提言

してほしい」というポーランド側の要請の背景になっているものとみられる。

４）　PKP Cargo

　PKPグループ唯一の貨物輸送専業会社。従業員数は約５万1,000人でPKPグループ最大で

ある。「2000年９月法」の規定に従い、商法に基づく会社登記と輸送法に基づく国内・外の貨

物輸送にかかわる営業認可を取得したうえで2001年10月１日に創立した。現在の資本金は

約25億5,050万ズロチで、国庫省が100％株主であるが株主権利の行使権がPKP S.A.に委託

されている。社長を含めて５名の取締役がおり全員、社内の専任である。４取締役はそれぞ

れ経営・財務、マーケティング、オペレーション、人事・業務の各部門を担当している。基

本的に旧PKPの貨物輸送部門組織をそのまま引き継いでおり、19の車両事業所、21の貨物

輸送事業所、荷役事業所等が主要組織で、その他に設計事務所や外国決済事業所等がある。

　他のPKP輸送各社と同様、基礎的な鉄道インフラは他のPKP各社（特にPKP PLK S.A.と
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PKP電力）に依存している。現在、約78種類９万5,000台以上の車両を有し、車令平均は20

年以上で５年未満のものは６％程度に過ぎない。電気又はディーゼルの機関車を3,000台以

上有し、PKP Intercity、PKP Regional等に対して機関車と運転士のサービス提供（外販）

も行っている。

　2002年（度）の貨物輸送量計画は約１億5,000万tで、売上予想は50億ズロチ超である。貨物

輸送量は2000年の１億8,000万t、2001年の１億6,000万tから長期低落傾向にある。輸送量の

約半分（49％）がポーランド南部地域内、南北間及び輸出用の石炭（原料炭及び一般炭）・コー

クスであり、ポーランド石炭産業の競争力低下・生産減少などにより、これらバルクものの

輸送量減少が続いている。鉄鋼、電力などの戦略的重要顧客と長期契約やプロモーション契

約を結ぶことなどでバルクものの輸送量減少に歯止めをかけたいとしている。一方、積荷が

バルクものからコンテナものに変化する流れのなかで貨物輸送の「高速化」「機械化」「新車両

への更新」を進める計画で、2006年には非バルク輸送の売上シェアを現在の約11％から30～

35％程度に高めたいとしている。

　コストの内訳は、約３分の１が鉄道インフラ使用料、約３分の１が人件費、約３分の１が

運転・営業費となっている。車両更新を中心課題とする「近代化プログラム」を策定しており

同時に、修繕費や維持費等の経費節減に努力している。2005年までにリース（経費として計

上される）分を含めて52億ズロチに上る新規投資を行うことを予定しており、構造改善にか

かわるPKP Cargo独自の計画を策定している模様である。一方、民営化に向けた具体案づ

くりには着手していない。「道路（トラック）輸送との競争条件が平等でない」等の発言に代表

されるように、道路輸送との競争や鉄道インフラ使用料等の外部環境要因に係る問題意識が

強いようである。また、PKP各社との関係については線路使用料をはじめとする価格設定

の問題とともに、これまでになかった各社間の決済業務が生じるなかでこの処理が円滑に進

んでおらず、掛け金（売掛・買掛）が積みあがるというキャッシュフロー処理の問題が発生し

ていると指摘している。

５）　PKP Intercity

　「2000年９月法」に基づいて旧PKPから分離独立した旅客輸送４社の内の１社で、ユーロ

シティ（ヨーロッパ都市間高速特急列車）やインターシティ（国内都市間高速特急列車）、夜行

寝台等の都市間高速輸送に特化している。設立は2001年９月１日。資本金は当初の５万ズロ

チの現金に加えて、６億6,900万ズロチ分の現物資産の増資を2002年３月に登記した。資産

の大部分は車両、クシェット（簡易寝台車）、寝台車で現在、130本／日以上の列車運行を

行っている。基本的に旧PKPの「優等列車事業所」と「切符販売事業所」を統廃合して設立し

ており、これらの資産と従業員を継承している。

　従業員数は会社発足時点で乗務員・切符販売員・駅構内員・事務員を中心に約1,070名。
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この時点では車両技術員がほとんどおらず、この機能をPKP Regionalにアウトソーシング

していていた。2002年９月１日付で組織変更を行い、ワルシャワ駅の車両点検・修理基地の

土地と人員（技術員）を同社に吸収し、従業員は約1,800名に増加した。短期的な経営課題と

して旧PKPの負の遺産である「車両ストックの質の低さ」があり、今後２年で約1,000万ズロ

チを投資して技術（性能）面、内・外装面の２つの点から改善を図るとしている。現在、列車

内装の充実や無料軽食サービスの導入、チャーター便の受注や乗車券・特急券の１本化等の

顧客サービス向上とマーケティングに努めるとともに、企業ロゴ等のイメージづくり・企業

PRに注力している。このように車両近代化と顧客サービス向上が今後の大きな課題となっ

ている。

　組織的には本社の下にワルシャワ、ポズナン、クラコフの３事業所とワルシャワ車両点

検・修理基地の４つがあり、３事業所ははそれぞれ構内サービスと乗客（乗務）サービスの２

つの部門を有している。本社は取締役の下に各部局（部長）があるシンプルな２階層組織と

なっている。創業時に余剰人員を受け入れておらず従業員不安や社会不安等の問題は抱えて

いないとしている。今後、大規模な従業員リストラを行う予定はなく、乗務員分野で人手が

足りない状況からサービス向上のために外国語に堪能な若いスタッフを中心として乗務員を

増員する計画である。顧客サービス向上に向けた教育訓練・意識改革プログラムを導入する

一方で、技能員の意識改革が進んでおらずこの面での改善を進めていきたいとしている。

　2001年９月の設立後、４か月決算となった初年度（2001年度）は赤字だったが、2002年は

９月までほぼ損益ゼロの水準で推移している。2002年（度）の売上高は約６億ズロチの水準に

なると推定されている。法律で規定されている割引乗車にかかわる政府補填金の支給額が当

初計画の6,600万ズロチから2,200万ズロチに減額されており、経営陣はこの要因を考慮し

たうえで売上高・収益レベルともに「健闘している」と判断している。今後、実質年率１～３

％程度の売上の伸びを想定しており、EU指令との整合性をとることを経営改善の主眼にし

ている。品質向上でEUの旅客輸送会社と競争するとともに、ベルリン－ワルシャワ特急等

のようにライバル会社をパートナーとして商品・サービスを共同で開発・運用していくなど

の対応を取っていく方針である。一方、構造的な問題として「コスト構造の硬直化」があると

いわれている。コストの約75％がPKPグループ内のサービス購入（アウトソーシング）経費

で、その他は人件費が８％、減価償却費が８％で、残りのわずか９％が新規投資に回せる可

能性のあるフリーキャッシュとなっている。このうち、線路使用料（PKP PLK S.A.に向け）

については2002年に難しい交渉の末に総コストの40～37％に低減することに成功したが、

インフラ省令で線路使用料の体系が決まっており大幅な引き下げは困難な情勢にある。

　また、PKP分割・商業化によって新たな会計処理・キャッシュフロー管理が必要となっ

ている。国家への（付加価値税）納税や年金基金の支払い、修繕・保全関係の支払い、PKP
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各社によるサービス提供にかかる経費支払い、等のキャッシュアウトが発生するとともに、

キャシュインについては独自の切符販売収入とともにPKP Regional経由の販売収入（売掛

金＝債権）を回収する必要がある。しかし、この売掛金回収が円滑に行かずに同社のキャッ

シュフローに悪影響を及ぼしている。PKP Regionalからの収入は線路使用料支払いに匹敵

する額で、結果的にPLK向けの買掛金返済も滞っている。付加価値税支払いなどでキャッ

シュがすぐに社外へ流出するのに対して、地域間旅客会社からのキャッシュ回収が遅れるこ

とが結果として同社の財務基盤を弱めている。

６）　PKP PLK S.A.

　「2000年９月法」に基づいて旧PKPから2001年10月１日に分離独立した鉄道インフラ会社

である。1997年輸送法に基づく鉄道路線管理に係る認可を受けている。旧PKPの所有して

いたほとんどの線路・架線等を継承して路線運営・維持を行い、鉄道オペレーター（輸送会

社）にアクセス権を付与して使用料を得ている。本来は鉄道インフラを自社所有の固定資産

としたうえで運営・維持を行う予定であったが、土地や固定資産の所有権帰属が必ずしも明

確でなく所有権登記が完全に行われていないというポーランド全体の問題を背景として現在

は、大部分の鉄道インフラ資産をPKP S.A.からのリースという形で（リース料を支払いなが

ら）賃借したうえで、これを鉄道輸送会社に使用させるという形態をとっている。

　発足当初の総人員数は約４万9,400名で2002年１月時点では約４万8,100名となっている。

現在の路線長は約２万3,500kmでそのうち、約3,800kmが休止路線である。収益の出ている

路線は約１万2,000km、ほぼ収支均衡又は少々の利益が出ている路線が約5,000km、不採算

路線は約6,500km（休止路線含む）となっている。用途別には旅客線が7,000km、貨物線が

5,000kmで、2001年収入の56.7％は貨物部門からのものであった。

　今後、同社はEU加盟準備及び加盟後の鉄道インフラ近代化ニーズへの対応の一環とし

て、TEN路線、そのなかでも特にTransport Infrastructure Needs Assessment（TINA）改

修が必要とされる路線の総称）路線の改修・改善を進めていく必要がある。これに必要な新

規投資については中央政府財政、EU無償資金援助Poland Hungary Aid for the Reconstru-

ction of the Economy（PHARE）、Instrument for Structural Policies for Pre-Accession

（ISPA）、国際金融機関からの借入、自己資金等によって資金調達を行っていく予定であ

る。

７）　その他のグループ各社とPKPグループのリストラに向けた動き

　PKPグループのリストラと民営化に関連して、WKDとSKMについて簡単に述べる。この

２社は大都市における近郊通勤路線での旅客輸送を担うことを目的に旧PKPから分離・設

立した中規模の鉄道会社である。WKDは路線延長35km、28駅を有しており、１日平均の列

車運行本数は約98本（平日）である。従業員数は2002年１月現在、213名である。SKMはポー
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ランド北部のグダンスク、グロヴニー、ルミアの近郊３都市を結ぶ通勤用路線で列車運行を

行う鉄道会社で、740名の従業員で１日約270本（平日）の列車運行を行っている。この２社の

場合は、他の輸送各社の場合と異なり鉄道インフラを自社資産として所有しており、これを

背景として民営化プロセスを実現するパイロット・ケースとして現在、コンサルタント会社

が民営化戦略とその具体的手順の検討を実施中である。インフラ省やPKP S.A.は、その結

果を踏まえて2003年３月までに売却先（投資家）を探したいと希望している。

　また、PKP S.A.はインフラ省の指示に基づき、世界銀行派遣の戦略アドバイザーを中心

として「PKP民営化に係るプログラム」を策定して2002年10月末に閣議提出した模様である。

このように、PKP S.A.を中心にグループ全体として様々なリソースを利用しながら一層の

リストラと民営化に向けた具体案づくりを実施している段階にある。

（４） PKPグループに係る政府組織

　「2000年９月法」は「輸送に係る大臣がPKP S.A.を民営化する」（第２条－５）と規定するとと

もに「輸送に係る大臣がPKP S.A.における国庫省（PKP S.A.の100％株主）（の権利を）代表する」

（第５条）としている。これらを背景として、2001年に旧運輸・海事省（Ministry of Transport

and Maritime Economy：MTME）から鉄道局を引き継いだインフラ省が、PKP S.A.の実質

的オーナーとなっている。鉄道局は陸運担当国務次官の下に、輸送開発局、道路輸送局、国道

局、全国道路安全評議会事務局等と同列に置かれており、人員数は約26名である。このよう

に本来、ポーランド鉄道事業の青写真を描き、そのなかでのPKPグループのリストラと民営

化に係る戦略策定を主導すべきインフラ省鉄道局ではあるが、少なくとも数量的には限られた

人的資源を有しているということができ、その政策策定能力には限界があるものと推察される

（図２－４）。
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（５） 政府及びPKP各社間の相互関係

　インフラ省は、鉄道政策を統括し、実際の運営部門でかつ株式会社化された鉄道部門のPKP

グループを許認可権により管轄している。民営化にかかわる権限分担の詳細は現在まだ詳細を

作成中とのことであるが、鉄道民営化にかかわる最終権限は現在インフラ省及び国会が掌握し

ており、PKPグループはこれら機関の決定に従い民営化の実務を実施している。なお、こう

したインフラ省とPKP各社間の関係のためインフラ省陸運担当次官が本件調査の実施細則

（S／W）署名を行っている。

　PKPグループ各社の間では旧PKPの分割・商業化に伴い、様々な取り引き（サービスの受委

託）が新会社間で発生している。同時に、民営化途上の国有企業という要因もあり、中央政府

や地方政府との間で様々な関係が生じている。さらに、EU加盟を目前にEU又はECとの関係

注：  *はS／W署名者

　　 **は事前調査団の主要カウンターパート（交渉相手）

　　***はM／M署名者。以上が主要関係者

出所：インフラ省資料を元に調査団作成

大臣（副首相兼務）
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鉄道局副局長

ヤドヴィカ・スタホフスカ***
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所有権管理部

国際鉄道

輸送部
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調整部
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（EU協力、財政）

鉄道輸送

安全部

秘書、顧問等を含めた

鉄道局の人員数は約26名

図２－４　インフラ省の組織図
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も重要となっている（図２－５参照）。

　現在、大部分の鉄道インフラ（線路及び架線）はPKP S.A.が所有し、PKP S.A.の100％子会

社であるPKP PLK S.A.にリースしたうえで、PKP輸送各社に使用させている。PKP輸送各

社はPKP PLK S.A.と路線使用契約を結ぶとともに、PKP輸送各社間でも各種サービスを提

供しあう協力関係（相互依存関係）にある。このような新たなサービス相互供給・消費の構造が

できたことで、コスト意識の向上や管理強化の面で一定の成果をあげているものの、各社間の

サービス価格が一方にとっては収入要因となり他方にとってはコスト要因になることから「適

切な価格設定」に関する見解の相違を生んでいる。また、１つの会社の資金繰りが苦しくなる

とサービスを提供しあうグループ各社のキャッシュフローに連鎖的に悪影響が出るという構造

的問題を有している。特に、現在、経営状況が大変、厳しいPKP Regionalの資金不足がグ

ループ各社の財務管理上のネックとなっている模様である。

国　庫　省

PKP

（ポーランド国鉄）

PKP PLK S.A.

（ポーランド鉄道路線）

インフラ省（大臣）

（輸送担当官庁）

PKP

Regional

PKP

Intercity

PKP

Cargo

・商法
・国有企業の商業化、
　民営化法（1996年）
・「2000年９月法」

PHARE等によるEU統合化支援

PKP S.A.
株主権の委託

EU統合化政策・支援

資産（路線）リース

・株主権行使
・PKP S.A.民
　営化の権限

EU

（EC）

地方政府

リース料支払い

路線使用許可

100％株主
PKPの運営と

民営化に係る関連法規

PKP
Regional
PKP
Intercity
両社に対
して割引
乗車に係
る補償

注：　　 は重点的な調査対象である輸送３社及びPKP S.A.とPKP PLK S.A.。

出所：各種資料を元に調査団作成

運行
契約・
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切符販売収入相互支払い

サービス料支払い

機関車（運転士）

図２－５　政府及び調査対象PKP各社の相互関係
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（６） 組織面に係る本格調査に向けた課題

　以上のように、PKPグループは「2000年９月法」の枠組みに沿って、将来の民営化を視野に

入れた構造改革を進めつつある。現時点における組織面に係る本格調査に向けた課題を整理す

ると以下のようになる。

　PKPの分割・商業法人化は、最も現実的と思われる旧PKPの事業部（局）単位での資産・組

織・人員の分割・商業法人化を行ったに過ぎず、グループ各社とグループ全体の経営効率最大

化を満足するグループ組織形態となっていない。調査対象各社の経営効率改善・向上を進める

具体策を検討・展開するうえで、グループ内の組織整理・分割・再統合の検討も考えられる。

　財務的な連結親会社でありグループを統括すべきPKP S.A.の機能と権限が必ずしも明確化

されておらず、またグループ統治力が備わっていない。PKP S.A.本社内でグループのリスト

ラ・民営化に向けた戦略及び具体的対応策の検討・立案に携わっているメンバーは、事前調査

団に対するPKP側窓口の機能を担ったヴァシアック民営化担当部長（付属資料３を参照）を含

めたごく少数に限定されているとみられる。したがって必然的に世界銀行派遣のコンサルタン

ト（PKP S.A.取締役会戦略アドバイザー）等、外部資源（人材）への依存が大きくなっている。

PKPグループ全体の経営力（＝企業価値）向上と将来的な民営化実現に向けたPKP S.A.の機能

の再定義及び各社間との関係の再構築が必要であるとともに、PKP S.A.をはじめとするPKP

グループの戦略・企画担当の主要な組織・人材に対するキャパシティ・ビルディングが重要で

あると考えられる。

　輸送各社のコスト構造の決定的要因となっている線路使用料や電気料金など鉄道インフラ使

用料の価格決定方法が供給者側の論理を中心とした硬直的かつ一方的なものになっていると考

えられる。線路使用料を規定することになるリース料設定方法をはじめとして鉄道インフラ使

用料やグループ各社間のサービス価格の設定方法等について、PKPと政府との関係のあり方

や国家による資金投入の可能性等について、財務面とともに監督権限等に係る組織面の両面か

ら検討していく必要があると考えられる。

　PKP各社の組織構造は基本的に旧PKPの事業部（局）の組織構造をそのまま踏襲したものと

なっている模様である。市場経済下でEUの鉄道オペレーターとの競争をしていくためには新

たなマーケティング機能を強化するなど、組織面でも柔軟かつマーケット・ニーズに対応でき

る構造をつくっていく必要がある。特に、組織と人材のキャパシティ・ビルディングは重要で

あり、この面で本格調査では具体的な提言を策定するとともに、同時並行的にマーケティング

分野等における実践的な技術移転を進めていくことが望まれる。また、ポーランドの法規に

沿ってPKP各社には取締役会の上部意思決定機関として従業員代表を含めた監理委員会が存

在する。本格調査では、監理委員会の権限やその活動の現状等を精査したうえで、各社の民営

化に向けた経営構造改善を実現するための、各社レベル及びグループ全体での意思決定構造に
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ついても提言を行う必要があろう。

　C／P機関であるインフラ省鉄道局の人材は質・量ともに厚いとはいえない。逆に本格調査

団がインフラ省と緊密な関係を築くことによって、調査における提言のポーランド政府の政策

への反映やインフラ省のキャパシティ・ビルディングの面で大きな成果をあげる可能性が高

い。この意味でインフラ省鉄道局の中枢と十分な情報・意見交換を行い、効果的な連携をとっ

ていくことが極めて重要であると思われる。

（７） PKPの事業、財務及び経営課題

１）　PKP S.A.

①　業務内容

　PKP S.A.の業務目的は、旧PKPから継承した全資産を保有し、負の資産解消を図り、

鉄道インフラを効率的に運用するとともに、グループ各社の持ち株会社として子会社の株

式公開などにより完全民営化を遂行することにある。

　具体的な業務内容は以下のとおりとなっている。

・子会社を通して行う鉄道路線の運営・維持

・子会社を通して行う国内外の鉄道輸送（旅客・貨物）サービス業務

・「2000年９月法」に基づき旧PKPリストラ

・PKPグループ各社の民営化

・運営資金の調達

　最初の２項目は旧国鉄時代から受け継いだ鉄道サービスであり収益を伴うが、後者の２

項目は旧国鉄の分割・民営化に伴う残務整理としての業務であり、収益を伴わない。

　最初の２項目を実施する手段として、鉄道インフラの大部分をPLKへ一括リースして

鉄道インフラの維持管理にあたらせ、一方で鉄道輸送サービス業務を運行会社にあたらせ

ている。このためPKP S.A.の実際の業務は、旧国鉄のリストラの遂行とグループ各社の

完全民営化業務に限定されている。

　PKP S.A.が担っている第３の業務である旧国鉄リストラは、大枠で４項目から構成さ

れている。
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　第４の業務である子会社の完全民営化は、中核企業で全国規模の貨物・旅客輸送会社を

担うPKP Regional、PKP Cargo、PKP Intercityについてはまだほとんど進捗をみてい

ない。「PKP S.A.幹部の戦略顧問」という名称の民営化プロジェクトを実施し、市場分析

や需要予測、民営化スケジュール及びアクションプランの作成、リストラ計画の作成など

を実施している。最初の成果が「民営化戦略（案）」として2002年11月に完成し、インフラ省

内部で審議されている。

　一方で現在、PKP S.A.はSKMとWKDについては民営化準備を実施中である。ビジネ

ス・コンサルタントを雇用し、両社の株式売却に関する提言をまとめるなどの展開が報告

されている。

②　PKPリストラの進展

ⅰ．組織リストラ

　旧PKPは、「2000年９月法」に基づき、2001年１月１日から従来の国家機関の１つか

ら商法に基づくPKP S.A.に変更され、さらに2001年６～９月末にかけて、旧PKPから

独立した子会社をもつ持ち株会社となっている。子会社数は、2001年10月１日には13社

であったが、2002年10月現在連結決算の対象となる企業数は24社になっている。

　完全民営化のためには、1996年８月30日施行の国有企業の商業民営化法により、PKP

S.A.が関連子会社の株式を売却しなければならなず、PKP S.A.もこの実現をめざして

いる。子会社の株式売却に関し、特定地域（大都市近郊）旅客輸送会社であるSKMと

WKDについては現在株式公開の準備を開始しているが、その他の輸送会社（PKP

Regional、PKP Cargo、PKP Intercity）については2002年11月に「民営化戦略（案）」が

起草されたばかりで、正式計画はまだ定まっていない。各社の財務健全性を回復させる

ことが最優先課題であって、現況の各社財務状況では投資家が集まらず株式公開は実現

の見込みがないとの意見もある。

　一方、PKP S.A.内部の組織はまだ固まっておらず、どのような組織・機能を置くか

表２－２

項　　目 内　　容 具体的内容と進捗

組織リストラ 分割、民営化
旧国鉄部局の分割・子会社化→ほぼ完了
株式公開→未完了

財務リストラ 財務内容の改善
累積債務の解消、社債発行、資産売却益の利用
→依然改善をみず、将来的にも厳しい状況にある。

資産リストラ
コア・ビジネス関連
以外の資産整理

資産の売却（住宅・病院・学校など）及び鉄道特性を発揮
できない路線の廃線→一部進展あり。

従業員リストラ 余剰人員の整理
早期退職、職業再訓練
→一部進展あるが今後の進展には障害が予想される。
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を含めて2005年まで組織リストラが続く予定である。

　PKP S.A.の経営幹部は、PKP組織リストラ断行の成果の１つを、これまでのPKP事

業のコスト構造が各社内及び各社間において初めて明らかになったことだと指摘してい

る。

ⅱ．財務リストラ

　最近のPKP及び民営化後のPKPグループ全体の財務状況は以下に示す。

　財務状況の特徴は、損失額が毎年20億ズロチほどにもなり債務額が70億ズロチへと急

拡大していることがあげられる。同時期に収益性と流動性比率は低下している。

　また、PKPの累積債務額は、以下のとおりである。これらは株式会社化されたPKP

S.A.が継承し返済義務を負っている。

　1991～2000年までの10年間に累積債務残高は６倍に増加している。一方で長期債務

残高については、4,600万ズロチ（1991年）から17億2,700万ズロチ（2000年）へと38倍も

増加している。1991～1997年までのPKPの営業収支赤字は、それほど巨額なものでは

なく、1998年以降は政府補助金が削減されたこともあり、毎年巨額な赤字を計上するこ

ととなった。

表２－３　PKPの財務状況

項　　　　目 1996 1997 1998 1999 2000 2001
１．営業収入（百万ズロチ） 7,093.0 8,103.0 8,207.6 8,285.4 8,694.7 8,312.4
２．税引き後利益（百万ズロチ） -261.0 -84.9 -1,346.5 -2,522.3 -2,311.6 -3,352.9
３．収益性（％） -3.0 -0.9 -12.1 -21.5 -19.2 -26.4
４．コスト・レベル（％）
　ａ）国庫補助金含む 103.0 100.3 113.7 127.3 123.6 135.1
　ｂ）国庫補助金含まず 116.8 114.4 127.2 135.6 130.7 146.8
５．減価償却（百万ズロチ） 1,133.0 1,259.0 1,847.1 1,855.5 1,867.2 1,880.9
６．投資支出（百万ズロチ） 1,716.2 2,070.1 2,273.6 1,931.0 1,451.8 1,021.1
７．売掛金（百万ズロチ） 1,165.0 1,409.2 1,602.9 1.876.4 1,633.0 1,727.0
８．買掛金（百万ズロチ） 2,144.6 2,967.8 4,166.8 6,312.4 7,193.4 8,510.6
９．財務流動性（1st class）（％） 27.1 24.6 13.0 13.2 12.4 11.0
（注）旧PKPは、2001年９月まで。以降は民営化後の株式会社PKP S.A.

出所：The Programme of Further Privatization and Restructuring of PKP Group, Draft, Information

　　　prepared by the Management Board of PKP S.A., October 2002, p.8.
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　累積債務の返済に関し、現在、返済対象は利子部分のみが対象となっており、元本の

返済は行っていない。また、2002年11月現在、債務元本に関しては政府による債務減額

措置を要請し、法律の改正を要請中である。

　また、債務状況を更に悪化させる要因が明らかになっている。JETROワルシャワ事

務所は、財務リストラ実施後、PKP経営陣が総額10億ズロチに達する負債を金融商品

の売買により隠蔽しており、この解明のための調査は2002年10月現在時点で未完了と

なっていると報告している。したがってこの負債額もまだPKP S.A.の負債として正式

には計上されておらず、今後この巨額負債額がPKP S.A.の正式負債と認定されること

となれば、同社の再建に大きなダメージを与えると予想される。

　政府補助金の総額は、2001年は５億3,670万ズロチ、2002年は３億ズロチと低減傾向

にある。この急激な削減は、政府・自治体が大きな財政赤字を抱えていることが原因で

ある。ポーランド財務省は、旅客輸送分野への補助金を大幅に削減することを決定した

ため、一層PKP S.A.の財務状況を悪化させる原因となっている。

　また、旅客輸送で利用されている「割引切符」や「無料切符」の補填は政府の義務とされ

ているが、この補填率も割引額の100～52％へと突然に変更となっている。影響は旅客

輸送会社のみにとどまらずに波及してPKPグループ全体の資金繰りに影響を及ぼして

いる。

　これら巨額債務の存在がPKPリストラの最重要課題となっており、過大な国家社会

資本整備のつけが、今日発現していることにかんがみ、国家としての対応が必要であ

り、関連法規の制約の修正など、あらゆる手段の採用が不可欠となっている。

　対策としてPKP S.A.は、現在積極的に外部資金を導入し、かつ新規社債の発行額

を、2001～2002年間に39億ズロチと決定されていたのを修正し、2001～2004年間で60

億ズロチとするなどの要請を政府に対して行っている。しかしながら資金調達環境は厳

しく、政府財源が逼迫して政府による引き受けは困難を極め、かつ当初予定の社債の発

表２－４　PKP S.A.の累積債務の推移

各年末 累積債務額
1991 12億5,350万ズロチ
1997 29億6,800万ズロチ
1998 41億5,900万ズロチ
1999 63億1,200万ズロチ
2000 71億2,700万ズロチ

2001（９月末） 76億2,100万ズロチ
注意：出所により数値が若干異なる。

出所：JETRO「鉄道インフラの現状について（ポーランド）」p.13.
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行も遅れるなど資金調達の状況は困難の度を増している。

　2001年10月以降、PKPグループの連結決算対象子会社は24社ある。PKPグループ間の

財務にかかわる関連は、以下の図２－５に示すとおりである。グループ企業間の取引

は、実質的には鉄道インフラの利用契約に限定されている。このため企業間取引価格の

設定レベルが各社の財務状況に直接的に影響を与える構造となっている。

図２－５　PKP S.A.グループ内の財務的関係

　2001年10月以降のPKP S.A.の収入構造は以下のとおりである。事業収益は、不動産

売却収入と鉄道インフラのリース料に限定されている。

ⅲ．資産リストラ

　資産リストラの課題は、

・旧国鉄が所有し、株式会社に引き継がれた資産の法的所有権問題を解決すること

・これらを鉄道運行サービスに必要な部分を関係各社に配分すること

・不要資産あるいは中核業務と関連の薄い資産に関してはこれを売却するなどで処分

すること

表２－５　PKP S.A.の収入構造

不動産売却 リース料収入 税金のための移転項目 その他
９％ 75％ 14％ ４％

出所：PKP Annual Report, PKP Group 2001, p.11.
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　旧PKPが保有していた資産には明確な登記が未完了で、法的には所有者不明の資産

が多かった。土地ではおおむね全資産10万8,490haの30％のみが法的な所有権あるいは

永久使用権を立証できるだけであって、その確定手続きが現在も進行中となっている。

・所有権あり：  0.1％ （　 162ha）

・永久使用権あり： 29.4％ （31,862ha）

・所有権不明： 70.5％ （76,466ha）

出所：PKP Annual Report, PKP Group 2001, p.11.

　2002年９月末までに実施された資産リストラは、以下の内容となっている。

・現物支給による移転： 45億9,300万ズロチ（以上2002年９月末まで）

・売却： １億4,400万ズロチ

・地方自治体への移管： ３万ズロチ

・税金の現物納入： 4,900万ズロチ

・PKP S.A.保有： 66億0,100万ズロチ

・財務管理対象外： ８億5,000万ズロチ（以上2001年12月末まで）

出所：The Programme of Further Privatization and Restructuring of PKP Group, Draft,

Information prepared by the Management Board of PKP S.A., October 2002, p.13-14

　PKP S.A.は、2002～2006年までに鉄道駅に隣接する土地や建物の売却、さらには不

必要と思われる資材の売却により10億ズロチを超える資産売却収入が得られるものと期

待している。また別途約10万戸に上る社宅を保有しており、このうち既に１万4,588戸

を売却し、収益額６億6,410万ズロチを手にしているが、今後一層の売却を計画してい

る。

　このように資産登記を完了させ売却のための優良資産の選別を行うことは、PKP財

務リストラにおける重要事項であり、財務リストラに貢献する最大の可能性を有する事

項となっている。したがって、現在、審議中の「民営化戦略（案）」（2002年10月19日付）に

も2006年までのこの課題への対応が含まれており、売却可能性とPKPのフロー収益を

利用して長期負債の返済計画を作成することが想定されている。しかし駅などのリース

対象資産の再開発・資産効率向上などの検討のためには個々のケースが相当の作業量を

必要とし、長期間かかるものと予想されるため、資産売却計画の計画どおりの実行可能

性には政府が特段の措置を執らない限り疑問であるといえる。

　資産・従業員の各子会社への配分に関しても、不合理が指摘されている。現在、機関

車とその運転士はPKP Cargoに所属しており、機関車賃借料（利用料）はPKP Intercity
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やPKP Regionalにとっては大きなコストとなる一方、PKP Cargoにとっては売上の10

％を占める大きなものである。料金を含めてこのような実態が適切なものかどうかは、

検証する必要がある。

　駅舎、駅周辺土地の一体活用・再開発を行い一大プロフィット・センターの開発を行

うにはPKP S.A.が主体となって開発を行い財務改善に役立たせるか、又は駅舎・駅周

辺の土地とを旅客輸送会社に分配し、これを低収益に悩む旅客輸送会社のプロフィト・

センターとするべく一体開発させるのが良いか、議論が必要であろう。PKP S.A.は米

国資本のティッシュマン・グループと契約してクラコフ駅周辺の再開発を実施するが、

一方で旅客輸送会社にとって収益源となり得るように駅舎・周辺土地を分配して収益を

上げさせ結果としてグループの総負担を軽減する施策は現在のPKP S.A.の財務リスト

ラの視野からは欠落している。

ⅳ．従業員リストラ

　雇用リストラは、余剰従業員数の削減、労働生産性の向上、教育水準・年齢・専門知

識の各観点から合理的な雇用構造を創出することを目的としている。2002年１月現在の

従業員数は15万2,600人（このうちPKP S.A.人員は4,937人）で、2001年同時期より１万

6,968人削減されている。PKP全体としてはおおむね予定どおりに進捗しているといえ

る。

　「2000年９月法」では、解雇された従業員に以下に示す３つの補償案を提示し、選択に

任せている。

・年金支給の早期化

　男性労働者は勤続38年、女性労働者には勤続33年で年金を支給するもので、2001年

には866人が応じ、総支給額は同年570万ズロチであった。総予算は9,780万ズロチ。

・早期退職補償金の支給

　最も多くの労働者が選択しているのがこの方法である。割増退職金ともいえるこの

制度では１人当たり３万ズロチが補償される。2001年１月～2002年１月までの１年間

で総額６億300万ズロチが支払われた。総予算は８億3,440万ズロチ。

・転職のための職業訓練の提供

　最も人気のない選択肢となっている。コースは多数提供されているが、受講者の受

容能力（国語力、理解力）が問題で講義内容についていけないケースが非常に多い。ま

た、十分な技能を身につけても失業率17％強の経済環境では求人募集も少なく、不人

気の原因となっている。総予算は3,780万ズロチ。

③　資金調達

　民営化資金及び負債補填資金としてPKP S.A.は、2000年以降、５件の外部資金を調達
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している。負債額の拡大する環境下で資金調達でも難しい局面にある。

　従業員リストラのための総費用は９億7,000万ズロチと予測されているが、旧PKPは、

欧州復興開発銀行（EBRD）や世界銀行からそれぞれ１億ユーロと１億5,000万ドルの融資

を受けている。

　その他のリストラ資金調達先としては、以下を想定している。

・社債の発行（39億ズロチ、現在改訂中）、国庫省が保証

・民間銀行からの融資（金額未定）、国庫省が保証

・不動産リース料・不動産（土地・建物）の売却益

　また、借入金の返済目的で総額11億3,000万ズロチのいわゆる「つなぎ融資」が行われて

いる。

　さらに、社債の発行による資金調達を図っているが、正式な法的手続きがないうえに引

き受け銀行団の選択や交渉が長期間に及ぶなどが原因で、実現は計画より１年以上遅れて

今日にいたっている。資金調達の有効な方法になり得ていない。このため「つなぎ融資」の

返済猶予を要請するなどの対策をとっているが、極めて厳しい状況にある。制約となって

いる「2000年９月法」の規定を改正するなどの動きが出ている。

④　経営課題

　設備面では計画経済時代に採算性を度外視して拡張を続けた線路網と老朽化した設備の

更新の必要性を抱え、また経営面では長期的に鉄道需要が低迷するなかで、非合理性・非

効率の経営姿勢を続け、結果として現在余剰施設と余剰労働者、そして巨額債務の返済の

圧力に直面している。ポーランド政府は財政支援の大きさに耐え切れず、旧PKPを民営

化することにより独立採算性の実現と累積債務の償却を求めている。

　そしてこの経営事情は、EU加盟の準備義務として行うEU技術水準への準拠と安全性

を向上させるための新規投資の必要性、そしてオープン・アクセスの原則によりさらされ

表２－６　PKP S.A.の外部資金調達状況

融資機関 額 用　途 締結日 支払い期限
EBRD １億ユーロ 雇用リストラ 2000年12月 2007年５月
世界銀行 １億1,000万ユーロ 雇用リストラ 2001年５月 2016年６月
銀行融資団 ７億ズロチ 借入金返済 2001年５月 2003年７月
アラスキ銀行 ３億ズロチ 借入金返済 2001年９月 2003年７月
EBRD １億3,000万ズロチ 借入金返済 2002年３月 2007年８月
出所：“The Programme of Further Privatisation and Restructuring of PKP Group,

　　　Draft”, p.11, Information prepared by the Management Board of PKP S.A.,

　　　October 19, 2002.
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る国際競争に生き抜く方途の追求とPKPは、まさに存続を賭けた経営難題に取り組みつ

つある。

　PKPグループ全体の持ち株会社としてのPKPの果たす役割は、上記環境下でグループ

各社が経営改善を果たすための「民営化ガイダンス」を策定し、実施を図ることであり、こ

のことを梃子にして民営化実現までの運営資金を確保することである。

　PKP S.A.の経営課題として以下の項目が事前調査団に紹介されている。

ⅰ．累積債務返済のための戦略の策定

・今後の政府財政関与の枠組み提案

－累積債務の減免措置、返済猶予措置の現実的提案作成

－資産登記促進を図るための新規法規の提案作成

ⅱ．民営化戦略の策定

・全国交通網における鉄道セクターの役割、長期展望の明確化

・交通社会資本整備・維持にかかわる政府・民間間の負担分配の設定

・インフラ管理・運営会社とオペレータ３社との関係

－リース料金の適正化

－機関車及び運転手の帰属問題（現行はPKP Cargoに所属）とそのリース料金の適正

化

・大幅赤字に直面するPKP Regionalにプロフィット・センターを確立するための施策

提案・実施（構内販売権、駅舎周辺の開発権の移管等を含む資産配分の適正化）

・各子会社の投資計画策定の支援・調整

・実施スケジュールの策定（項目、優先順位、実施時期を明確化）

・交通網整備における鉄道の果たす役割を長期的に位置づけ、政府のかかわり方を明確

に設定する必要がある。インフラの整備に関しては、社会資本整備として政府の財政

支援を前提に行うものと、あくまで経営効率を前提にして採算性のみを基準に建設・

運営を図る方法があるが、今後の政府の関与の仕方を明確にすることが急ぎ要求され

ている。

ⅲ．各種リストラの進捗推進・監督

　子会社各社におけるリストラ計画の更新支援・実施監督

ⅳ．運営資金の調達

　巨額債務を抱え、収益性の低いグループ子会社がその収益性を改善するまでは、その

資金の確保が不可欠である。

・国内外援助機関からの資金調達

・政府財源からの支援取りつけ
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・現行補助金政策の確実な実施の保証取りつけ（決定事項の変更には猶予期間などを

設定する必要性など）

２）　PKP Regional

①　事業内容

　国内における旅客輸送全体は４社により担われており、PKP Regionalは地域旅客と称

される県内旅客輸送、隣接県との間の旅客輸送を分担している。これは国内旅客のうち長

距離旅客輸送と２地域の通勤旅客輸送とを除いた全部に相当する。普通列車（各駅停車）と

急行列車による事業となっている。「2000年９月法」により運行計画は、PKP Regionalと

各県との契約により決定され、PKP Regionalは県より運行契約金の支払いを受けてい

る。

　2001年の旅客輸送の各社別構成実績は、以下のとおりとなっている。PKP Regionalが

人ベースで84％以上を占め圧倒的多数を占めている（表２－７）。

　このPKP Regionalは、営業kmは総延長１万5,000km、総輸送人量は分割後2001年

10月～2002年９月までの１年間で150億人／kmに達している。表２－８は営業路線長、輸

送量、従業員数とを16県ごとに置かれた事業所別に記載している。

表２－７　旅客輸送の会社別構成

Regional SKM WKD PKP Intercity 合　計
83.75％ 11.32％ 2.15％ 2.78％ 100％

（注）SKM：PKP３都市快速鉄道、WKD：PKPワルシャワ近郊鉄道

出所：PKP Annual Report, PKP Group 2001, p.16.
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　列車運行本数は、表２－９に示すように県内輸送が県間輸送列車をはるかに上回り、日

平均本数で８～10倍程度の運行頻度を示している。県庁所在地などの都市近郊に旅客需要

が偏在し、県間移動が少ないことを反映している。

表２－８　PKP Regionalの営業実績

輸送量（百万人・km） 従業員数
事業所名（県に相当）

営業路線長
（km）

2002年10月10日
2001年

（10～12月）
2002年

（１～９月）
2001年

１ Podlaski 522.1 112.6 241.2 812
２ Kujawsko-Pomorski 995.4 221.3 567.0 1,103
３ Pomorski 985.5 389.5 943.2 1,661
４ Swieiokzyski 484.7 81.7 219.1 634
５ Malopolski 822.0 303.8 694.7 1,783
６ Lubelski 733.2 209.3 445.1 1,153
７ Lodzki 98.8 236.1 618.5 1,314
８ Warminsko-Mazurski 1,044.5 192.8 547.1 920
９ Opolski 588.1 11.9 281.9 766
10 Wielkopolski 1,699.0 456.3 979.4 1,710
11 Podkarpacki 522.1 167.9 417.4 1,012
12 Zachodnio-Pomorski 996.1 338.7 863.8 1,345
13 Mazowiecki 123.3 563.7 1,445.4 2,578
14 Dolnoslaski 1,276.8 406.1 967.0 1,846
15 Lubiski 742.2 149.3 267.4 576
16 Slaski 1,228.7 447.0 1,132.8 2,877
合　計 15,081.3 4,395.8 10,631.9 22,681

出所：PKP Regional 提供資料を合成して作成

表２－９　旅客列車の運行頻度

項　　目
2001年第４四半期
（列車／日）

2002年第４四半期
（列車／日）

県内旅客輸送 3,742 3,577
県間旅客輸送 448 348
出所：PKP Regional 提供資料

表２－10　PKP Regionalの所有車両

車　　種 台　数 車　　種 台　数
電　車 1,084 旅客用貨物車 52
レールバス 12 バー・カー 84
客　車 4,185 荷物車 73
（そのうち座席車） 3,929 その他車両 46
二階建て客車 925
出所：PKP Annual Report, PKP Group 2001, p.17.
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②　財務状況

　表２－11に2001年末の貸借対照表を示す。記載法が通常と異なるため大項目のみ記載し

ている。資本金が５万ズロチ、固定資産が７億7,200万ズロチでほとんどが現物資本であ

り、流動資産としては３億6,000万ズロチを経常している。赤字幅は３億8,500万ズロチ

に上っている。

　また、2002年の財務状況を示す資料と国家による支援内容を表２－12、13に示す。

国家による支援の減額が顕著である。

表２－11　PKP Regionalの貸借対照表
（単位：百万ズロチ）

資産の部 2001年12月31日現在 負債・資本の部 2001年12月31日現在
A．固定資産 772.1 A．自己資本 -385.5
B．流動資産 359.6 B．準備金 0.0

その他 0.5 C．長期借入金 0.0
D．短期借入金 1,300.1

その他 217.6
合　計 1,132.2 合　計 1,132.2

出所：PKP Regional 提供資料

表２－12　PKP Regionalの財務状況
（単位：百万ズロチ）

収　　　　入
収入実績

（2002年第３
四半期まで）

収入見通し
（2002年）

経　　費
（2002年第３四半期まで）

料金収入 1,372.47 1,462.71 PLKへのインフラ使用料
PKPグループからの収入 － 150.74 PKP Cargoへのレンタル料支払い 388.43
割引乗車券への補填金 148.55 240.00 電力料金 337.13
地方自治体からの補助金 155.41 170.00 PKP他社への支払い 354.47
損失 714.77 1,268.56 賃金及び手当 490.32
収入合計 1,676.43 2,023.44 その他経費 268.74
経費合計 2,391.20 3,279.00 合計 2,391.16
出所：PKP Regional 提供資料より合成して作成（項目の一部に誤訳が有ると推測されるが訳文のまま記載した）

表２－13　国家による支援内容
（単位：億ズロチ）

計　画 実　績 差　分
年

国家予算補助 増資 国家予算補助 増資 国家予算補助 増資
2001 3 5 2.30 0 0.7 5
2002 5 3 2.33 － － －
2003 8 0 － － － －

出所：PKP Regional インタビュー内容を整理したもの
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③　経営課題

ⅰ．削減される政府支援

　旧PKPが分割されるまで貨物輸送部門の収益が旅客輸送部門の赤字を補填していた

が、2001年10月の分社化のためこの部門間補填のシステムを維持できなくなっている。

加えて、PKP Regionalの正式独立に先立つ2001年６月には旅客輸送部門の収益源で

あったワルシャワ近郊旅客輸送やグダンスク・グローニ周辺３都市を結ぶ部門がそれぞ

れWKD Ltd.及びSKM Ltd.として旧PKPから分離・独立し、また国内大都市間及び国

際旅客輸送を担う優等列車輸送がIntercity Ltd.として旅客輸送部門の本体であるPKP

Regionalから独立している。旅客輸送にかかわる主要収益部門を手放し、現在、PKP

Regionalは不採算路線と収支均衡路線のみを運営する会社となっている。経営幹部が、

「我々はPKP旅客部門のプロフィット・センターをすべて奪われ、クズの運営だけを担

わされている」と嘆く状況にある。

　こうした状況下で社会福祉政策の一環として1992年６月公布された「鉄道輸送割引に

関する法律」により割引乗車券による割引額を政府が全額補填する制度が、2002年６月

施行の大蔵大臣指令により、割引にかかわる損失の52％か、あるいは１億4,000万ズロ

チのいずれか少ない方を上限として政府補填するように改められた。割引乗車券制度は

保持することが義務として確認されたため、PKP Regionalの収益性を一層圧迫する原

因となっている。

　さらに、政府財政の逼迫により「2000年９月法」に関連して策定された政府資金支援計

画も８億ズロチが計上されていたが、PKP Regionalによる受け取り額実績は2001年に

は２億3,000万ズロチで計画の29％を充当するのみであった。2002年に関しては、10月

時点では2002年に予定されていた５億ズロチの国庫支援が２億6,500万ズロチのみに減

額されると政府決定され、増資による支援はゼロになるものと予測されている。こうし

た年度途中での急な政府支援の減額はPKP Regionalとしての資金調達計画を混乱に陥

らせている。

　さらに、全国16県での県内鉄道旅客の輸送計画は、PKP Regionalがそれぞれのボイ

ボドと交渉し決め、運営資金（契約金額）は国庫交付金を受けた各県が職権としてPKP

Regionalに支払う。しかしながら、同時に契約される県間旅客輸送の運営資金（契約金

額）支払いに関する権限は政府にあると規定されているが実際には政府はこのための予

算措置をしていない（PKP Regional経営幹部説明）。ただし、この事態が政府権限の規

定上の不備に基づくものか、あるいは政府財政のため予算手当ができないのかの判断は

この経営幹部は言及を避けている。PKP Regionalにとっては支払いのない運行契約を

履行することが法規により義務づけられているともいえ、経営赤字の一因となってい
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る。

ⅱ．割高なグループ内取引価格

　2002年度（第３四半期まで）のPKP Regionalの支払い構造は、その約68％がPKPグ

ループ他社への支払いとなっている。内訳はPLK（インフラ使用料）、PKP Cargo（機関

車・運転手レンタル料）、電力、他のPKP子会社、賃金、その他が、それぞれ23％、16

％、14％、15％、21％、11％を占める。

　これら支払いの原単位であるグループ間取引価格を市場価格と比較した場合の比率

は、おおむね表２－14のとおりになっている。ただし、ここでの市場価格とはPKP

Regional幹部が他社より提供された通常価格を基準にしている。

　PKP Cargoへの機関車・運転手リース料の支払いの例では、全体の16％を占めるこ

の金額は、市場価格との比較では100：47と割高になっている。対策にかかわるPKP

Regionalの企業努力は行われているが、現時点までには多くは結実していない。例え

ば他社よりPKP Cargoと同等の機関車・運転手のレンタル提示を17ズロチ／時で受け、

PKP Cargoの価格36ズロチ／時から大幅なコスト削減を図れる計画であったが、この

契約合意の当日には情報を労働組合が知ることとなり、翌日早朝からPKP Cargoの運

転手組合が線路上に横たわって走行妨害のストに突入し、政治家が労働者側の立場に

立って論陣を張るなどして大混乱となったため、正式契約合意にいたらなかった事例が

報告されている。線路・電力に関するグループ間価格の設定には正確な比較ができない

が、PKP Regional幹部は現行価格の30％引きは十分に可能なはずと説明している。

　経営改善を進めずに放漫経営の経費をすべてサービス料金に転嫁するグループ間取引

価格の設定は、鉄道オペレータの犠牲の下に鉄道インフラ各社の存続を図る構図となっ

ている。この調整がPKP Regional経営の課題の主要項目となっている。

　PKPグループの統括持ち株会社であるPKP S.A.、及びインフラ省がこの運営政策を

取り続ける限り、PKP Regionalに対して赤字削減を中心とした経営改善を求めるのは

政策的な矛盾といえる。さらに、EU加盟により2007年までにはポーランドの鉄道輸送

は完全に自由化される。EU加盟国内では鉄道などのオープン・アクセスが原則であ

表２－14　PKPグループ内取引価格の相対比較

線路 電力 通信 機関車・運転手リース料 人材教育 情報処理 切符印刷
－ － 143 213 250 200 200

（注）現況の市場価格を100とした場合のPKPグループ内取引価格の指数を示す。通信の例

　　　では、一般市場でなら100で購入可能なサービスをPKPグループ会社では143で提供し

　　　ていることを示す。

出所：PKP Regionalインタビュー内容を整理したもの
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り、他国籍の列車に対する線路・電力・通信などの価格交渉ではEU価格水準への引き

下げ圧力がかかることは自明であり、現況のグループ間価格改訂とその価格水準での各

社経営体制の確立が不可欠な状況にあるといえる。

ⅲ．県事業所の統廃合

　目的は、余剰人員の整理と列車運行の効率化にある。計画の概略は既にできあがって

おり、実施準備段階にある。課題は、この統廃合計画の妥当性の検証とこの計画の必要

性を政府及び国民に知らしめ、実施のための合意形成をどう実現するかにある。統廃合

の順番は、おおむね以下のとおり予定している。

・Mazowieckie県（ワルシャワの県）＋Podlaskie県＋Lodzkie県＋Lubelskie県

・Swietokrzyskie県＋Matopolskie県（クラコフの県）＋Podkarpackie県

・Slaskie県

・Opolskie県＋Dolnoslaskie県

・Lubuskie県＋Wielkopolskie県

・Pomorskie県＋Kujawsko-Pomorskie県＋Warminsko-Mazurskie県

　このうち、一番重要で優先順位の高いのがワルシャワ中心の各県であり、この地域の

事業所統廃合調査をまず徹底して実施し、他の地域に関してはこれを手本とし、適用す

る方策を検討している。JICAの開発調査でもこの方針に沿って調査が実施されるよう

面談時に希望が述べられている。

　なお、Zachodnio-pomorskie県（ドイツ国境で海岸沿いに位置する県）の地域旅客輸

送については統廃合計画からは除外されている。理由は、オランダの鉄道会社NSと

PKP Regionalとで新規合弁会社設立し、県内旅客輸送に関する一切を委託する予定が

進行中であることによる。EBRDの資金提供を受けて官民パートナーシップ（Public-

Private-Partnership：PPP）方式で県内鉄道運営する計画であり、2002年12月に契約

締結し、2003年７月には新会社設立の予定となっている。EBRD及びPKPともに本件

を鉄道部門への民間資本導入のパイロット・プロジェクトととらえて支援しており経緯

に注目している。EBRDの資金提供額は、2,000万ユーロ。資金の使用用途は、車両の

近代化。PPPコンサルタントが介在している。

　県事業所統廃合の実施にかかわる障害は、労働組合である。事業所の統廃合を行えば

約4,500人の余剰人員を削減することになるが、失業率が高く再就職もままならない（特

に）地方の労働環境下では、彼らが政治活動に訴えて、社会不安を増長させることが予

想される。政府は、本件によりブガニスク造船所の民営化時にみられた混乱と同様な事

態を避けたいと考えている。この事例では余剰人員とされた6,000人の労働者が反対運
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動を起こし、一方で政治家はこれら労働者を支持することで人気取りを図った。政治家

は、「合理化はやれ」というが、「労働者の適正規模への削減はダメだ」と矛盾した言動を

繰り返し、混乱とエスカレートの一助を担ったと経営幹部との面談時に事情が紹介され

た。

　本計画が十分に合理的で実施にかかわる優先順位が高い政策であることが実証された

場合、実施手順の策定においてこれら労働組合対策が最重要課題となる。

ⅳ．地方赤字路線対策

　各県における地方旅客輸送路線は300～3,600kmと長短あるが、PKP Regional幹部

はそのうち70～80％が赤字路線としている（注意：路線使用料支払い後のPKP Regional

会計ベースでの推計と考えられる）。政府補助金の削減や県間旅客輸送の運営費支払い

が中央政府からなされないなどの要因が加わり、この赤字路線の維持問題が大きな経営

課題となっている。

　PKP Regionalは、既に赤字路線をリストアップしているが、対策として廃線にする

か経営を地方自治体等に移管するか、さらにはその実施時期（優先順位）・手順について

の検討が未着手となっている。赤字路線の廃止に関する県市町村等との交渉責任と権限

は本社から県別事業所に委譲され、個別対応の方針が取られている。この背景には、路

線運営の採算性以外にも各地域の事情である代替交通機関の利用可能性、地域住民の要

望、補助金を出している地域自治体の財政事情などを勘案しなければならず、かつ顕在

化する余剰人員対策、特に労働組合対策が地域により異なる事情がある。

　しかしながら、全国規模で赤字路線と赤字幅の明確化、外部環境の詳細（代替路線の

有無、地方自治体による資金援助の可能性）、対応策の決定（廃線、経営移管、存続）と

実施スケジュール・手順を策定し、本社PKP Regionalの経営改善に与える影響を把握

するなどのバックデータを整理し、実施上の地元対策の詳細手順などを準備することが

急務となっている。また、本件の本格調査でこれら調査への貢献が強く要望されてい

る。

　路線別営業指数など赤字路線を抽出するための元データは、県別に策定されているビ

ジネス・プランや駅別乗車客数により算出可能であると幹部から説明があった。これら

資料のサンプル提供を求めたが、今回の事前調査は受領できていない。

　なお、地方自治体への経営移管に関しては、過去多くの試みがなされてきた。移管交

渉先となったのは市町村である。県が独自の収益源をもたず県財政を地方交付金に依存

しているのとは対照的に、市町村は事業税など独自財源を有し、これを鉄道運営支援に

配分することが可能であった。このため、地域住民の足を確保する目的で運営支援金の

補助さらには経営移管を受けて経営主体となることも可能であった。現実に一部市町村
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とPKP Regional間で経営移管の契約寸前まで行ったが、運輸海事省（インフラ省の前

身）がこれを認めず、実現しなかったとされる。現在ではPKPの民営化が決定され、こ

れら制約から解放されて自由な選択が可能な環境にある。

　また県間旅客輸送に関しては、政府により契約に基づく運営資金の支払いがない状況

が続けばPKP Regionalによる運行拒否すら検討されている状況にある。唯一の対策が

県単位の運行計画からより広範囲の地域を対象にした運行計画策定を実現することであ

り、PKP Regionalが県単位事業所の統廃合を主張する根拠ともなっている。

ⅴ．余剰人員の整理と労働組合対策

　PKP Regionalが多数の余剰人員を抱えていることは明白であり、労働生産性に基づ

いた人員整理は現在までは予定どおり進捗している。だが、従来は比較的に容易に実施

できたが今後の問題はまさにハードコアともいえる問題に直面することになり、困難な

展開が予想される。

　現況の人員リストラに関する社会保障計画により、１）即時年金支給開始を条件とし

た早期退職、２）割増退職一時金を条件とした早期退職、そして３）前記２）の対象者と

早期退職者候補を対象とした職業再訓練が実施されている。旧PKP全体を対象として

開始されたこの計画も、2001年の分割独立後には、PKPグループ各社が継続して実施

にあたっている。

　問題は、まず上記１及び２に充当される資金の調達である。実際の調達業務はPKP

S.A.がグループ各社を取りまとめて実施しているが、EBRD及び世界銀行の融資を受け

る一方、自己資金の調達が政府支援資金の調達が不十分で必ずしも必要とされる規模で

は推移していない。将来の運用に関しては、現在明確な展望を誰ももち得ない状況にあ

る。

　職業再訓練では、PKP Regional社員の教育受容能力の低さが露見し、再教育そのも

のの有効性が疑問視されている。具体的には対象者である中高年者に文盲者が多く、ま

た単語レベルで読み書きができても文章となるとその意味を把握することができない、

まして「テキストを読んで考える、覚える」ことなど全くできないなどの教育受容能力の

低い実態が明らかになった。保守要員にこの傾向が顕著で、これが原因で再訓練への参

加者が少なく、途中脱落者も非常に多い現実となっている。

　さらに、全国の失業率が17％余にも達し、地方での失業率は実質40％を超える地域も

ある（JETROワルシャワ事務所情報）雇用環境下では、退職勧告に応じずただ今までど

おり就業を続けたいとする従業員が多いとされる。労働組合の組織率がほぼ完全に近く

余剰人員の整理が進めづらいなか、人員整理の対象となる中高年はほとんどが組合幹部

であり、組合幹部に対しては早期退職措置に組合の了承が必要で、現実に組合の了承が
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取り付けにくいという事情も人員整理の進捗を妨げる一因となっている。160名で構成

する組合でそのうち120名がこうした組合幹部に分類されるなどの事例があり、余剰人

員整理の進捗の障害となっている。

ⅵ．収益力向上にかかわる問題

　PKP S.A.とPKP Regionalの駅舎利用、及び駅舎周辺開発をめぐる立場は相容れない

ものとなっている。PKP S.A.は、累積債務の返済を最重要な経営課題としており、保

有資産の大部分を占める土地、及び駅舎等の建物の売却によりこの任務遂行を予定して

いる。しかしながら既存施設を改修し、旅客サービスを改善し一層の集客を図るとか、

改修により不動産価値を高めたあとに売却・リース等を行い、事業収益による負債返却

を行うといった経営手法をとっていない。このため利用者の利便性改善のための駅周辺

開発や駅舎改修などに積極的でないとされる。

　このためPKP Regionalにとっては駅構内販売権、バス・トラムなどの都市内公共交

通機関との接続改善、駐車場の併設、更には駅集客力をベースにした商業施設の併設な

どの関連施設開発を鉄道利用者の立場から計画することができず、旅客輸送業務の赤字

を関連業務で解消する方途開拓も不可能となっている。資産のPKPグループ各会社間

への分配方法で不都合が生じている顕著なケースとなっている。

　逆に、PKP S.A.が近視眼的な発想から既存施設内での収益性を上げる目的でワル

シャワ東駅構内のコンコース両側での売店出店権利を販売したために、乗降客の通行が

阻害され20～30mのコンコース移動に２分以上を要する事態を招くなどの本末転倒の施

策が実施されたケースも報告された。なおこの措置はのちに一部修正された。

　またPKP Regionalは、PKP S.A.からリースされている遊休土地を駐車場に転用し、

通勤定期券利用客の増加を図ったが、駐車場料金を徴収するのならば土地利用料をPKP

S.A.に新規に納めるべきとの条件が突きつけられ、PKP Regionalは遊休土地の駐車場

化を諦め収益改善の一策を諦めざるを得なかったなどの事例も報告されている。

　PKP Regionalは、これらの事例をPKP S.A.によるPKP Regionalの収益源の取り上

げと認識し、行き過ぎた民営化政策の弊害であり、資産分配の歪みが原因となっている

と受け止めている。さらに、県間旅客輸送にかかわる「契約輸送」の中止、地方赤字路線

の廃止、あるいは地方自治体への経営移管などを検討している。加えて、コア・ビジネ

ス以外は中止することを実施中で、速達便輸送、PKP社内便の輸送などは既に中止準

備に入っている。

ⅶ．マーケティング課題

　収益力向上のためPKP Regionalは、多数の施策実施を検討している。その方向性に

ついては問題ないと判断されるが、それらが収支改善のインパクトをもつほどの施策で
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あるかについては検証の余地がある。また実施のための資金調達についても現況では具

体案をもちえていない。PKP Regionalが計画中の経営改善策は、以下のようなもので

ある。

・切符売り場のネットワーク拡大：常時接続は料金が高いため、バッチ処理対応に変更

し、60％コスト減を図る。

・代理店方式の導入：自社販売よりコストが36％安いため、現在のシェアを20％から将

来50％まで引き上げる目標をもっている。

・切符の自動販売機の導入：人件費削減が目的であり、乗車後に購入できるシステム導

入を検討している。

・治安システムを拡充：これは敷地内・列車内で頻発するスリ・窃盗などの治安に関す

るものであり、公安・警察の役割を強化する必要性にせまられている。一般警察の強

化を要請し、一方で鉄道警察を増強する必要がある。

・駅・ホームの改修：ホームをより利便しやすいものにしたい意向だが、直接的には

PKP S.A.の管轄事項であり、はたらきかけを計画している。

・サービス向上のための投資：現行の使用車両は老朽化が著しくまた清掃なども十分で

ない。基本的には客車の更新が必要であるが、予算はなく目処は立っていない。

　さらには、観光開発、スポーツ大会などの国際イベントとの協力などの案も検討され

ているが、これらをPKP Regional全体としてプロモーションする動きまでにいたって

いない。マーケティング部門の人材増強、他機関との協力などこの分野の改善の余地は

大きい。

　なお、今回の現地調査中には、全く議論の対象にならなかったが、運賃・料金の改定

に関しても本調査では経営改善に与える影響度を数値で分析しておく必要が高いものと

判断する。改定の権限、法規上の制約などにかかわる新規提言もあわせて行われるべき

と判断する。

３）　PKP Cargo

①　業務内容

　PKP Cargoは全国規模で貨物輸送を担当する唯一の貨物輸送会社で、2001年末現在以

下に示す車両で運営を行っている。PKP Intercity、PKP Regional、PLKに対して、機

関車と運転士のリース提供も行っている。
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　2001年の世界的景気後退の影響を受け、ポーランドでも貨物需要は低下した。この環境

下でPKP Cargoの輸送実績は2001年第４四半期のみで2001年の総輸送量の26％相当の

4,220万tに達している。内訳では2000年の同時期と比較して通過貨物輸送量が11.1％、イ

ンターモーダル貨物が5.5％増で際立っているのに比べ、木材と製品が若干量（-0.9％）落

としている。2002年１～８月の輸送目標と実績は、それぞれ9,790万tと9,970万tで、実績

は目標値の101.8％とほぼ目標どおりを達成している。

　輸送品目構成は表２－16のとおりである。石炭輸送が全体の49.3％と大半を占め、PKP

Cargoの生命線となっている。

　輸送先別構成は、国内が57.5％で大半を占める。輸出及び輸入目的がそれぞれ26.8％

と12.3％で、通過貨物が3.4％の構成となっている。石炭、金属、家具などの国内・国際

輸送が大半を占め、ドイツ、イタリア、オーストリア行き貨物なども扱っている。また、

「ロシア特急」とも「ヨーロッパ特急」とも称されるドイツ～ロシア間輸送などをも担ってい

る。

表２－15　PKP Cargoの所有する車両

車両種類 台数 車両種類 台数
機関車 3,842 無蓋平台（K、R3-iL、S-4） 13,056
　電　気 1,763 －専用無蓋平台（L、S-4） 4,569
　ディーゼル 2,054 タンク車（Z-7） 39
　蒸気 25 冷蔵車（I-8） 229
貨　車 90,185 －スライド式蓋付冷蔵車（T-0） 414
　有蓋（G1-iH2） 11,164 特別車（U-0） 3,174
　専用有蓋（H-2） 357 旅客車 35
オープン 62,109 その他 35
　専用（F-6） 8,721
出所：「PKP Cargo（株）の概要」（ポーランド語）p.24.

表２－16　輸送品目別構成

輸送品目 比率（％） 輸送品目 比率（％）
石　炭 49.3 その他化学製品 5.5
コークス 4.6 農産品 1.5
鉄鉱石 3.4 木材及び製品 2.1
石、石灰、砂 8.1 その他貨物 3.1
石油及び製品 7.0 トランジット 2.9
金属及び製品 7.2 複合貨物 1.2
煉瓦・セメント 1.6 フェリー用貨物 0.2
化学肥料 2.2 合　計 100
出所：「PKP Cargo（株）の概要」（ポーランド語）p.7.
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　今後の輸送需要に関し、PKP Cargoは年１～２％の伸びを、そして成長率は逓減傾向

であると予想している。EU加盟によるオープン・アクセスの完全実施は2007年に予定さ

れているが、欧州産の廉価な石炭が流入し、さらに環境問題から石炭の消費が頭打ちにな

ると予想されるなど、PKP Cargoのその後には一層激しい競争環境にさらされるものと

考えられている。

②　財務状況

　2001年末の貸借対照表を示す。記載法が通常と異なるため大項目のみ記載している。資

本金が５万ズロチ、固定資産が24億5,000万ズロチでほとんどが現物資本であり、流動資

産としては10億5,800万ズロチを経常している。利益は2,300万ズロチに上っている。

　コストの内訳は、約３分の１が鉄道インフラ使用料、約３分の１が人件費、約３分の１

が運転・営業費である。コスト合理化が重要だと認識しており、2003年度からコスト会計

を導入して、運転費と営業費を分離する。

表２－17　貨物輸送先別構成

国内輸送 輸　出 輸　入 トランジット
5,370万t 2,670万t 1,220万t 5,400万t
57.5％ 26.8％ 12.3％ 3.4％

出所：「PKP Annual Report, PKP Group 2001」p.22.

表２－18　貨物輸送の需要予測

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
１億5,040万t １億5,400万t １億5,700万t １億6,000万t １億6,200万t

出所：「PKP Cargo（株）の概要」（ポーランド語）p.13.

表２－19　PKP Cargoの貸借対照表
（単位：百万ズロチ）

資産の部 2001年12月31日現在 負債・資本の部 2001年12月31日現在
A．固定資産 2,449.6 A．自己資本 24.0
B．流動資産 1,058.3 B．準備金 0.0

その他 5.4 C．長期借入金 0.0
D．短期借入金 3,448.8

その他 40.5
合　計 3,513.3 合　計 3,513.3

出所：PKP Cargo 提供資料
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③　経営課題

ⅰ．将来の経営環境対策

　具体的に指摘されている外部経営環境としては、以下があげられる。

・石炭輸送需要の減退が予想され新規顧客の獲得が必要であること

・主要営業路線を南北軸から東西軸へシフトさせる必要があること

・将来需要に対応したコンテナ化と新規投資が必要であること

・EUとの国際競争（価格）が熾烈化すること

　ここの状況は以下で説明されるが、現在有効な対策が確立しているとはいえない状況

にある。事前調査期間中に将来経営環境に対する危機感が一番希薄である印象を受けた

のもこのPKP Cargoである。基本的には本格調査が始まったら詳細データを提供しよ

うとの姿勢であった。

ⅱ．将来需要の減少と復路対策

　現在、貨物運行路線・車両運行計画ともに100％、顧客との輸送契約を元に決めてお

り、この意味で100％オーダーメイドで運行計画となっている。

　現在、輸送量の約54％がポーランド南部地域内、南北間及び輸出用の石炭・コークス

であり、石炭価格でEU各国より劣位にあり、二酸化炭素排出規制などの国際環境基準

制約のため石炭需要の減少は必然であり、将来経営環境は激しいと予想される。現在、

これらを使用する鉄鋼、電力などの戦略的重要顧客と長期契約やプロモーション契約を

結び、この分野の輸送需要の安定化を図り、また需要低下傾向に歯止めをかける努力を

展開中としている。

　また、復路の荷を確保する営業努力に力を注いでおり、建設需要の増加に対応する木

材や建材等を大幅な割引運賃で載せるなどで空車率減少を図っている。しかし、南北間

移動の石炭輸送が多く、多種多様な商品を集積し、空車率を減らすにはいたっていな

い。

　また、南北軸を中心とした石炭輸送路線からEU諸国の需要を見込んで東西軸による

輸送需要の開拓を計画しているが、具体的施策は打ち出せないままに推移している。

表２－20　PKP Cargoの支出構成

コスト項目 比率（％） コスト項目 比率（％）
線路使用料 32.3 手当て 6.5
外部サービス料 17.3 その他コスト 1.3
エネルギー代 6.9 減価償却費 3.2
材料費 7.8 税金・手数料 0.7
給　料 24.1 合　計 100.0
出所：「PKP Cargo（株）の概要」（ポーランド語）p.9.
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　現在、22のオペレータが貨物輸送の認可を取得しているが、PKP Cargoの市場シェ

アは98.5％である。PLKに対する路線使用申請はまず１年前に行うことになっている。

その後、順次改訂を行う。路線使用ルールについてはEU規定との整合を図った内容と

なっており特段の問題はない。

ⅲ．コンテナ化対策

　将来の輸送需要内容がバルクからコンテナに変化すると予想されるため、「高速化」

「機械化」「新車両への更新」を進める経営方針はPKP Cargo内ではほぼコンセンサスと

なっている。既存顧客の貨物減少に歯止めをかけたうえで新規顧客・貨物の拡大に進む

意向であり、有蓋車両の増加やコンテナのハンドリング能力の向上等をどう図るかを検

討中としている。2006年には非バルクの売上を30～35％程度に高める構想を抱いてい

る。

　コンテナの増加に対応する「集配機能強化」に具体的施策に関しては、

・現在多数駅で実施中の荷物集配機能を整理・統合して「荷物集荷センター」をつくる、

・全国８か所に小口分けや貨物整理のためのロジスティクス・センターをつくる、

・コンテナ基地をつくる、

等の構想がある。

　現在はこれらの投資と効果にかかわるコスト分析・ビジネスプラン策定を作成中とし

ている。特にコンテナに関してはロジスティクス・センターにコンテナ対応機能を付与

させるため、現在20種類程度の貨物種類ごとの将来貨物量予測値、売上・コスト予測な

どを行っている。

④　投資計画

　旧PKPグループでは収益源であった経験と現況で黒字経営を確保している自負から強

気の投資計画を有している。車両更新を中心課題とする「近代化プログラム」を策定し、同

時に修繕費や維持費の面での経費節減に努力している。

　具体的には、2005年までにリース（経費として計上される）分を含めて52億ズロチに上る

新規投資を行うことを予定している。2002年には１億700万ズロチの自己資金による新規

投資を行うとともに2002～2003年の２年で２億ズロチ分のリースを運転費として経費計

上する予定となっている。

　リースによって165両の車両を更新し（リース期間は７年）、一方、２年間で1,000車両の

「大規模改造」を予定している。また２万台の車両を解体し、１万台を新規に更新し、

4,000台を大規模改造する。ポーランド金融機関はリースを拡大していることもあり今後

もリースを積極的に活用していく。オペレーション・リースだけでなくファイナンシャ

ル・リースも利用していく構想となっている。
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⑤　余剰人員対策と人材開発

　現在の従業員数の５万1,000人で、多数の余剰人員を抱えていることは自明である。従

業員合理化に関して課題は多く、実施すべき政策課題も山積している。しかし、これを実

現することは実質的に組合対策となり、また社会保障費などの資金調達の問題とも関連す

るため難問であり、現実には十分な進展は実現できておらず、将来展望に関しては明確な

ビジョンをもち得ない状況にある。従業員削減による合理化をしない限り将来PKP Cargo

が「生き残れない」という危機感は組合も十分に認識しているが、実際に痛みの伴う施策を

受け入れるには組合としても難しい状況である。組合のなかでも機関車オペレーターの組

合は１万6,000～１万8,000人おり、極めて組織率が高く強力な抵抗主体となっている。

　人材開発・意識改革にかかわるプログラムも実施しているが、プリミティブな段階にと

どまっている様子である。TQM活動の導入をめざすが、その段階までは達していないた

め、TQMのいくつかの要素を少しずつ導入するにとどまっている。

⑥　グループ内決済、取引価格の問題

　分離・独立後、PKPグループ各社間の決済業務が新しく生じている。制度自体に問題

はないが、PKP Regionalを代表に資金繰りが悪化して、グループ内他社への支払いが円

滑に進まずグループ各社で掛け金（売掛・買掛）が拡大するという問題に直面している。具

体的にはPKP CargoにとってはPKP Regionalからの入金が遅れている。PKP Regional

も県間輸送にかかわる政府からの「運行契約」金の未入金、割引乗車券に起因する補填金が

急遽減額されたりで資金繰りが悪化しており、これらがPKP Cargoに波及し、更にはグ

ループ間の決算全体に順に波及し悪循環に陥っている。個別企業の経営能力の問題として

ではなく、グループ企業全体として政府への対処要請、資産配分の再調整による各社プロ

フィット・センターの確立を補助する施策などを確立させる必要など経営方針の再検討が

必要な事態に発展している。

　また、国際的にみても線路使用料が高く、収益を圧迫する要因となっている。単純な国

際比較には注意が必要だが、PKP Cargoはコストの30～35％を線路使用料として支払う

のに比べ、ドイツ国鉄は８～12％に過ぎないなど、インフラ使用料の設定基準に関し不合

理さがある。この問題は旧PKPから引き継いだ長期債務の返済問題と関連し、この返済

のためにインフラ使用料が設定されているなどの背景がある。グループ企業間の取引価格

をEU水準にし、かつ個別鉄道オペレーターの収益性を配慮した水準に設定するには長期

債務の返済問題への対処がまず必要になるが、現在まだこの点に関する政府の明確な方針

が確立されていない。民営化にかかわる根本問題として本格調査での貢献が強く望まれる

分野となっている。

　このように個別企業の問題が、政府の鉄道政策、長期債務の処理方策と深く関連してお
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り、国家による交通政策への提言が本調査で欠かせない内容となっている。

⑦　道路輸送との競争

　全国的には現況でまだ道路網整備が十分でなく、貨物輸送に関しては鉄道に依存せざる

を得ぬ状況にある。しかしながら、道路整備はEU支援を受けて順調に展開しており、

ポーランド政府は道路幹線に関してはEU加盟時には整備を完了させたい意向と伝えられ

る（JETRO情報）。道路との需要獲得競争が今後激しくなるものと考えられる。現況で比

較優位にある鉄道であるが、サービス面での改善余地は多く、その実施が急がれる。

　こうした背景もありEU加盟を控えたPKP Cargoにとって政府の交通政策で一番の不満

となっているのは、政府が鉄道輸送に過大な負担を科して輸送コストを上げさせ、ひいて

は鉄道輸送需要を圧迫させているとの考えである。

　例えば道路（トラック）輸送との競争条件は平等ではない。ポーランド陸送企業は道路を

利用するが有料道路はまだなく、道路インフラ整備コストを利用企業は全く支払うことな

く輸送を行える。しかるにPKP Cargoは、列車／km当たり通行料として６ユーロを払っ

ている。これでは公平な競争ではない。またPKP Cargoが支払う動力車燃料費には道路

税（６ユーロ／車）も賦課されており不平等であるとも主張している。

　これらの問題は鉄道運営が民営化され、一方で道路運営は民営化されずに政府財政に

よって実施されている相違に帰着する。現在のポーランドでは、社会資本整備の名目で鉄

道整備を優先してきた過去の政府のマイナス遺産を、現在民間企業が全面的に継承しなけ

ればならない状況にある。長期債務の解決、少なくとも現在の鉄道オペレータに過重なコ

スト負担を強いる政策は、将来の鉄道オペレータ会社の経営を圧迫し続ける元凶となり得

る。本件調査で根本的な解決策の提案が切望される項目である。

４）　PKP Intercity

①　業務内容

　PKP Intercityは、図２－７に示す運行路線で、優等列車（qualified trains）と称される

ユーロ都市列車（Euro City）、都市間列車（Inter City）、急行列車（Express）の３種類の

列車を運行している。

　それぞれの運行本数は2001年日平均で100本を超えた実績を示し、国内列車の総運行距

離は5,833km、国際列車は3,365kmとなっている。列車編成は一等車４両、二等車４両、

食堂車と機関車がそれぞれ１となっている。

表２－21　PKP Intercityの支出構成

ユーロ都市列車 都市間列車 国際都市間列車 急行列車 国際夜行列車 ホテル列車
12 26 ２ 76 ６ ６

出所：「IC PKP Intercity, partner in travel」p.2.
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　保有車両は、合計で1,327台に上るが、座席車のうち63台はリース車両である。現在ま

でに100台以上の一般座席車が改修され、2002/2003年にはコンパートメントのない一般座

席車７台と10台の寝台車が新規に購入される予定である。現況では資産の大部分は車両・

寝台車である。

図２－７　PKP Intercity 営業路線図

表２－22　PKP Intercity の所有車両

　2002年９月１日付で、ワルシャワ駅の車両点検・修理にかかわる会社（The Rolling

Stock Service company）を吸収し、維持改修業務の効率改善を図っている。

　雇用者数は、乗務員・切符販売員・駅構内員・事務員を中心として約1,000名強の人員

でスタートしたが、現在従業員は約1,800名に増加した。

一般座席車 乗客用貨物車
寝台付きコンパート

メント車
寝台車 食堂車

707 30 240 243 16

バー用車両
自動寝台付き

コンパートメント車
サービス車 その他 合計

80 9 1 1 1,327
出所：「PKP Annual Report, PKP Group 2001」p.18.
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　現在の販売システムではEU行きの切符を問題なく発券・販売できる。ただ販売・発券

システムはまだまだ完全ではなく、新規機能の大規模な更新には多額の投資コストが必要

となる。そのためにもまず発券・販売システムに係るハード・ソフト両面の所有権を明確

にする必要がある。

②　財務状況

　2001年末の貸借対照表を示す（表２－23）。記載法が通常と異なるため大項目のみ記載し

ている。資本金が５万ズロチ、固定資産が６万5,500万ズロチでほとんどが現物資本であ

り、流動資産としては8,700万ズロチを経常している。赤字幅は3,500万ズロチに上って

いる。分離・独立後数年は赤字を覚悟していたとのことであるが、PKP Intercity幹部の

話では2002年には収支均衡する見通しとなっている。

　なお、資本金は当初５万ズロチの現金でスタートし、その後2002年３月に６億6,900万

ズロチ分の実物資産の増資を登記した。

　主要コスト項目は、１）インフラ使用料（全体の約40％）、２）機関車利用料（約10％）、

３）電力使用料（約12％）、４）地域旅客会社による点検・修理サービス（－）、５）人件費（約

７％）で、PKPグループ各社に支払うコストが大きいのが特徴となっている。主要収入項

目は、ａ）大都市の独自販売窓口、ｂ）旅行代理店、ｃ）地域旅客会社の販売網の３つであ

る。

　分割・独立後2001年９～12月の初年度決算（４か月間）では赤字となったが、2002年度

は９月までほぼ損益ゼロの水準となり設立当初の２、３年の赤字予想に反し、好成績を上

げている。2002年の売上高は約６億ズロチと予想される。法律で規定されている割引乗車

にかかわる政府補填金の支給額が当初計画の6,600万ズロチから2,200万ズロチに減額さ

れたことを考慮すると、売上高・収益レベルはまずまずの水準にある。今後の売上につい

ては実質年率１～３％程度の伸びを想定している。

　現在、金融機関からの借り入れはないが、銀行の借入条件を満たすことができない状況

表２－23　PKP Intercityの貸借対照表
（単位：百万ズロチ）

資産の部 2001年12月31日現在 負債・資本の部 2001年12月31日現在
A．固定資産 654.9 A．自己資本 -34.8
B．流動資産 86.7 B．準備金 0.0

その他 0.0 C．長期借入金 0.0
D．短期借入金 771.1

その他 5.2
合　計 741.6 合　計 741.6

出所：PKP Intercity 提供資料
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にある。利益を上げて内部留保を厚くする必要があるが、事業運営の基盤は極めて脆弱と

なっている。特筆すべきは国からの援助がまったくないことである。また、財務管理上の

大きな問題として、割引乗車に係る政府からの補填が100％出ないことも経営を圧迫する

材料となっている。割引分の65％程度しか支払われず、35％はPKP Intercityの損失と

なっている。

　PKPグループ各社間での資金決済が円滑に行かずに売掛金・買掛金が積みあがってい

る。このためPKP分割・商業化によって新たな会計処理・キャッシュフロー管理が必要

となっている。国家への（付加価値税）納税や年金基金の支払い、修繕・保全関係の支払

い、PKP各社によるサービス提供にかかる経費支払いなどのキャッシュアウトが発生し

ている。一方、キャシュインについては、地域旅客会社経由の販売収入（売掛金＝債権）の

回収が円滑に行かずPLK向けの支払い停滞の原因となっている。地域旅客会は、政府か

らの補填金が削減されたため支払い余力がないとしている。こうした状況がP K P

Intercityの財務基盤を弱めているといえる。現在のままでは投資に必要なキャッシュを

継続的に確保することは極めて難しい状況にある。

③　グループ間取引価格

　グループ企業間の取引価格に関し、設定基準が曖昧でかつ割高で経営圧迫の元凶になっ

ている。インフラ使用料の単価設定基準はあいまいであり、PKP Intercityが単価切り下

げを求めてPLKと交渉を重ねているが現在まで大きな進展はみられていない。また電力

料金についても同様に割高だが、PKP電力有限会社のみが変電所や配電盤などのインフ

ラを有しており、このため他の電気事業者から買電できず価格交渉ができない状況でもあ

る。電力使用料は電気機関車に現在、使用メーターがないために車両重量と走行km数に

基づいて計算する間接法をとるなど使用料の実績把握ができておらず概算になっている。

④　財務・投資計画

　現有車両の完全な更新はできないので車両投資も改造を主体とするが、旧PKP時代に

契約した新規車両の投入や古いものが多い寝台車の新規投資も行っている。今後、新たな

車両（例えば振り子車両）や新連結器、交直流機関車など８億ユーロにも上る新規投資を予

定している。

　財務・投資の中期計画に関しては2006年までのキャシュフロー予測を行っている。この

なかで投資額を想定・設定している。ただし、１年ごとにローリングしていく投資計画で

はなく、毎日のレベルで随時、必要に応じて修正している。会社設立時には何の明確な財

務・投資計画もなく、数か月後に予想もしないコストが発生していた。

　財務・予算計画におけるPKP S.A.との関係については、まだPKP S.A.が大きな枠組み

を策定してグループ全体を統括する状況にないといえる。PKP S.A.が「収入増加、コスト
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低減」といった漠然とした指針を提示することはあるが、予算目標や具体的な目標値を公

式に示すことはまだない。

　PKP Intercityは、予算計画を含めたビジネス・プランを策定してPKP S.A.に提出して

いる。PKP S.A.は各社計画をまとめたうえで最終案を各社へ提示している。ただ収入と

コストの関係にある各社間の調整は当事者同士が行っているのが現実で、PKP S.A.は単

純に連結作業を行っているに過ぎない。

　2002年10月の会社創立以降、組織・意識改善、生産性向上に向けた様々な取り組みを

行っている。創業時に余剰人員を受け入れなかったため人員削減の必要もない状況にあ

る。むしろ乗務員分野で人手が足りない状況にあり、サービス向上のために新規の乗務員

を増員する計画をもっている。労働市場が緩和していることもあって２度の選抜試験を行

うなど、新規採用に厳しい条件を出して若い良い人材を確保する努力を払っている。特に

外国語に堪能なスタッフを増やすなどの努力を行っている。

　顧客サービス向上に向けた教育訓練・意識改革プログラムを導入していが、一方で技能

員の意識改革はまだ進んでおらず、この面での改善を進める必要があるものと判断され

る。

⑤　需要予測

　列車ごと、路線ごとのデータはデータベースで管理しているので、本格調査では必要な

データ提供は可能であることが確認されている。PKP Intercity独自にアンケート等に

よって現状の顧客属性や嗜好の把握に努めているが、将来的な市場予測調査は行っていな

い。運賃の値上げ可能性やシェア増加の可能性などを加味したシミュレーション等は行っ

ているが、本格的な需要予測は今後、実施する意向であるとしている。EU加盟により外

国鉄道会社が乗り入れた場合の車両品質・サービス内容の格差等による大きな需要変化が

あるかを検討することが極めて重要になるものと想像される。

⑥　経営課題

　PKP Intercityは、EU鉄道施策との整合性をとることを現在の経営改善の主眼にして

いる。経営幹部は、競争は激しくなるが品質向上で対抗する施策を説明している。競争だ

けでなくベルリン－ワルシャワ特急などのように、ライバル会社をパートナーとして商

品・サービスを共同で開発・運用していくなどの対応が不可欠となってこよう。

　短期的な経営課題として、設立当初、旧PKPの負の遺産として「質的に使える車両が少

なかった」ことがあり、車両への投資が課題となっている。従来より技術（性能）面、内・

外装面の２つの点から改善を行ってきているが、今後更に２年程度、この点での投資継続

が必要としている。

　構造的な問題として「コスト構造の硬直化」に対する対策を経営課題としている。コスト
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のうち、75％がPKPグループ内のサービス購入（アウトソーシング）コストであり、その

他は人件費が８％、減価償却費が８％で、残りのわずか９％が新規投資に回せる可能性の

あるフリーキャッシュである。コストの大部分を占めるPKP内購入コストは、PLK（線路

使用料）や電力会社をはじめPKP Cargoによる機関車サービス（機関車と運転士）の提供な

どが主なものである。他のサービス提供各社との価格交渉は自由交渉となるが、PLKと

PKP電力は民営化対象社ではなく、価格改定は難しい状況である。2002年、やっとPLK

との線路使用料を総コストの40～37％に低減することに成功しているが、インフラ省令で

線路使用料の体系が決まっており、大幅な引き下げは困難な状況である。

　自社の切符販売ネットワークからの収入を増加させる施策を検討している。現在、PKP

Intercity直販の売り場が８か所、旅行会社などのエージェント経由、地域旅客輸送会社

のネットワーク（PKP Intercityの５～６倍の販売窓口を有する）を通じた３種類の販売

ルートがあるが、自社ルート以外は手数料がかかるため、独自の販売ネットワークを拡大

して自社の売上レベルに匹敵する切符販売収入（他社分を含む）を確保し、これによって手

元流動性（現金）も高める計画を実施に移す課題を抱えている。また観光キャンペーンとの

タイアップなどの新規プロモーションも不可欠な課題となっている。

　現在PKP Intercityは、列車内装の充実や無料軽食サービス等をはじめとするサービス

向上とマーケティングに努めており、本件の本格調査でもその評価は重要な調査項目とな

るであろう。またチャーター便の受注や乗車券・特急券の１本化、広軌－標準軌に対応す

べく軌間可変型新型車両の導入などの計画ももっており、この評価なども本件調査に期待

されている。このように車両近代化と顧客サービスの向上が今後の大きな課題としてお

り、その評価・提案などが強く求められている。

５）　PKP PLK S.A.

①　業務内容

　PKP PLK S.A.がPKP S.A.よりリースを受け、管理しているインフラには以下の内容

が含まれる。軌道とその他のインフラとを分けて示す。
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　2001年における軌道設計速度（最高）をスピード区分ごとに示し、改修による設計速度向

上があった区間長と放置されたままのために速度低下した区間長を示す。

②　財務状況

　2001年末の貸借対照表を示す（表２－27）。記載法が通常と異なるため大項目のみ記載し

ている。赤字幅は5,600万ズロチに上っているほか、長期借入金が100億2,200万ズロチ、

短期借入金も11億7,900万ズロチと大きくなっている。

表２－24　PLK管理の路線長

路線長 線路長（km） 軌道長（km）
総営業路線長
（駅構内を除く）

21,173 （100 ％） 29,895

　幹線 4,245 （20.1％） 8,254
　１級線 10,551 （49.8％） 15,092
　２級線 3,815 （18.0％） 3,970
　地方重要線 2,561 （12.1％） 2,579
　駅構内線 10,561
出所：「Report 2001」PKP Polish Railway Lines S.A., and Polish State

　　　Railways S.A., p.9.

表２－25　PLK管理のインフラ

その他インフラ項目 数　量 インフラ項目 数　量
分岐器（箇所） 50,100 立体交差（箇所） 17,132
　幹線 6,865 土木対象物（箇所） 33,049
　１級線 10,385 　橋梁 7,595
　２級線 2,338 　カルバート 23,944
　地方重要線 1,943 　その他 1,510
　駅構内線 28,568 建物（件） 9,001
出所：「Report 2001」PKP S.A. Polish Railway Lines S.A., and Polish State

　　　Railways S.A., p.9.

表２－26　設計速度別線路長と改修による速度変化区間長

改修による速度変化
最高設計
速度

構成比
年

速度向上
（track・km）

速度低下
（track・km）

120 km/h 以上 13.8％ 1999/2000 227.6 1,119.7
120 - 80 km/h 38.6 2000/2001 456.1 1,508.2
 80 - 40 km/h 37.1％ 2001/2002 393.2 698.9
 40 km/h 以下 10.5％ 2002 16.3 527.3
出所：「Report 2001」PKP Polish Railway Lines S.A., and Polish State Railways

　　　S.A., p.9-10.
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　また、表２－28に2001年のインフラ改修の内容と財源別構成を示す。

　投資財源は、表２－29のとおりとなっている。投資は主にスピード向上のために優先的

に充当されている。

　2001年に政府予算により配分された国家補助金額は、1999年及び2000年と比較してそ

れぞれの66％及び52％と顕著な低下傾向を示している。国家財政の困窮化に起因する鉄道

インフラ整備の停滞が今後ますます心配される状況を呈している。その他EUからの援

表２－27　PKP PLK S.A.の貸借対照表
（単位：百万ズロチ）

資産の部 2001年12月31日現在 負債・資本の部 2001年12月31日現在
A．固定資産 10,240.7 A．自己資本 -55.8
B．流動資産 923.9 B．準備金 0.0

その他 0.6 C．長期借入金 10,022.2
D．短期借入金 1,178.9

その他 19.9
合　計 11,165.2 合　計 11,165.2

出所：PKP PLK S.A.提供資料

表２－28　インフラ改修内容と財源

業　　務
財　　源 軌道交換

（track・km）
分岐器交換
（箇所）

軌道改修
（track・km）

分岐器改修
（箇所）

本　業 35.0 21 4,992.8 14,929
PKP独自の投資 143.8 78 0 0
国庫、IFI支援による投資 77.8 62 0 0
洪水対策費 0.1 8 30.3 59
合　計 256.6 169 5,023.1 14,988
出所：「Report 2001」PKP Polish Railway Lines S.A., and Polish State Railways S.A., p.11.

表２－29　投資資金源別構成

財　　源 構成比 財　　源 構成比
国庫補助金 43.0％ その他補助金 0.5％
EIB融資 17.8％ PKP S.A.の資金 13.2％
EBRD融資 0.3％ その他外部資金 1.6％
PHARE 8.6％ 合　計 100％
ISPA 15.0％ －
出所：「Report 2001」PKP Polish Railway Lines S.A., and Polish State Railways

　　　S.A., p.19.



－65－

助・融資によって実施されているともいえるほどにEUからの支援が高い構成比を示して

いる。

③　投資計画

　旧PKPから引き継いだ鉄道整備計画がPKP PLK S.A.の投資計画のベースとなってい

る。投資計画は、汎ヨーロッパ運輸大臣会議（第２回、第３回）の合意事項に基づき2001～

2015年鉄道インフラ近代化プログラムによってポーランド国内を走る汎ヨーロッパ回廊の

関係部分を早期にEU基準に準拠させる目的で作成されている。

　今後のインフラ整備計画もEU加盟の条件である鉄道インフラのEU基準への準拠を目

的に行われる。概略の改修必要路線は以下のとおりである。

・汎ヨーロッパ回廊Ⅰ：Helsinki－Tallin－riga－Warsaw

・汎ヨーロッパ回廊Ⅱ：Berlin－Warsaw－Terespol－Moscow

・汎ヨーロッパ回廊Ⅲ：Berlin/Dresden－Wroclaw－Cracow－Kiev

・汎ヨーロッパ回廊Ⅳ：Gdansk－Warsaw－Katowice－Zwardon/Zebrzydowice

　関連路線として以下路線も対象となっている。

・PL/AD-102：Swinoujscie－Szczecin－Poznan/Rzepin－Wroclaw－Miedzylesie

・PL/AD-103：Warsaw－Lublin－Dorohusk

・PL/AD-103：Poznan－Gniezno－Inowroclaw

・PL/AD-103：Psary－Kozlow－Cracow

　なお、以上の路線に関しては図２－９の図面に示す。ここには必要とされる改修プロ

ジェクトの主要なものが記載されている。

　しかしながら、予算制約からこれらの整備を実施する優先路線の決定と、その路線上に

計画されている各種改修プロジェクトの優先順位に関しては、まだ十分な計画が策定され

ておらず、早急な対応が必要とされている。
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図２－９　改修対象路線と計画プロジェクト





－69－

④　経営課題

　PKP PLK S.A.は民営化対象ではなく、今回の本格民営化調査の対象にもなっていな

い。しかしながら、PKPグループ各社、特に本件調査の対象である旅客輸送会社２社と

貨物輸送会社１社の経営戦略にかかわるインフラ整備業務及びインフラ使用料の設定など

で密接に関係するため、ここでは本件調査と関係する経営課題に限定して記述している。

ⅰ．整備優先路線及び優先プロジェクトの決定

　PKP PLK S.A.の重点政策はEU技術水準に準拠したインフラの改修・近代化にある。

このために改修計画が必要となる路線をTINA路線としてリストアップし、2007年まで

には完遂しなければならない。しかしながら、現在は特定の基準に基づいた整備計画の

スケジュールが決められているわけではなく、予算が手配できるレベルのものから順に

実施していたようである。EU加盟までに完成させるという時間制約のなかで、明確な

基準に基づいて１）整備路線ごとの優先順位と、２）当該路線上に多数予定されている改

修プロジェクトに優先順位決め、実施スケジュールを策定することが、緊急に必要とさ

れている。

　PKP PLK S.A.エンジニアの説明によれば、TINA路線の各々で予定されている改修

プロジェクトのリストはあるが、個々のプロジェクトに関する調査データはまちまちで

あるという。一部はフィージビリティ調査（F／S）報告書があり、作業内容から予算見

積りまで正確に算出されている一方、F／Sを待っている段階のものまで様々であると

いう。とりあえず、こうしたデータ状況で整備路線の優先順位、及びプロジェクトの優

先順位を評価し、合理的で実施効果が高い実施スケジュールを作成しなければならない

状況下にある。

ⅱ．インフラ使用料の水準再考

　線路使用料は各鉄道オペレーター会社の支出構成のうち、30％余を占める大きなコス

ト要因となっており、この負担の軽重が各社の経営状況に直接影響するレベルにある。

このためPLKの設定するインフラ使用料の設定基準があいまいであるとか、近隣諸国

と比較して高水準にある、などの批判がグループ各社から寄せられており、値下げ圧力

となっている。

　一方、PLKはPKP S.A.へのリース料支払い額と会社経費を賄えるレベルにインフラ

使用料を設定している。このPLKの支出総額を総列車・kmで除し、貨物列車、高速旅

客車などでウエイトをつけて決めている。しかしながら、この設定方法ではPLK内部

でのリストラ努力をうながす誘因ともならず、余剰労働力の温存や非効率的経営の継続

を許すものとなっている。さらに軌道への負担の大きさは列車重量で決まるものであ

り、現況のように列車・kmで一律に単価を求めるのでは平等な負担配分になっている
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とはいえない。結果として旅客輸送会社に適正負担より重い課金がなされ、貨物輸送会

社にはより軽い負担が課されることとなっている。また、EU加盟の実現により鉄道イ

ンフラにはオープン・アクセスが適用されるが、近隣諸国との比較では利用料が高いと

されている。当然ながら値下げ圧力がかかるものと予想される。こうした事情からイン

フラ使用料レベルは、再検討されることが重要となっている。

　なお、インフラ使用料の設定は、PKP S.A.が旧PKPがつくった累積債務の返済が義

務づけられている限り、大幅な値下げを実現することは難しく、国家としての累積債務

問題にどう対応するか、さらに将来の鉄道輸送を国家交通政策にどう位置づけるかをま

ず明確にすることが必要であろう。

　また、本調査の対象とはならないが、インフラをEU技術基準に準拠して改修するた

めに必要となる資金の調達をどのように実現するかは、国家財政の危機下、重要問題化

している。

６）　事業・財務面に係る本格調査に向けた課題

　事業・財務面に係る本格調査に向けた課題として、事前調査団がインタビュー調査で取り

まとめることのできた項目は、おおむね以下のとおりである。

①　民営化に向けたPKPグループ全体の経営改善計画を策定すること。

ⅰ．社会資本整備としての鉄道整備体制の確立と政府財政負担の明確化

ⅱ．累積債務の返済問題

－政府による債務減免・放棄をも検討する

－土地登記問題解決のための特例法などの検討

ⅲ．インフラ使用料の再検討

ⅳ．個別企業に負債額が集中しないような資産再分配の検討（特に駅周辺の土地、駅舎）

ⅴ．株式公開あるいは売却は、必要は手順を設定するにとどめるのが妥当

ⅵ．グループ間取引価格の合理的水準の設定、インパクト分析

ⅶ．PKP S.A.によるグループ内経営統括の仕組み策定

②　PKP Regional関連

ⅰ．割引乗車券の補填金確保のための方策・提案作成

ⅱ．地方赤字路線の認定、廃止・地方自治体への移管の可能性、関連法規の整備、実施手

順の設定

ⅲ．県間旅客輸送への対策（適正運行規模の策定、運行契約金の確保のための方策・提案

作成）

ⅳ．県事業所の統廃合計画の策定（計画の妥当性検証、実施計画、インパクト分析）

ⅴ．プロフィット・センター擁立のための資産分配の再検討（土地、駅舎を中心）



－71－

ⅵ．新規需要開拓のためのマーケティング戦略・実施計画の策定

③　PKP Cargo関連

ⅰ．新規需要開拓のためのマーケティング戦略の策定（復路需要の開拓、コンテナ化対応

計画、国際業務提携など）

ⅱ．必要な投資計画の策定及び資金調達案の策定

④　PKP Intercity関連

ⅰ．新規需要開拓のためのマーケティング戦略の策定（販路拡大策、需要喚起策、国際業

務提携など）

ⅱ．必要な投資計画の策定及び資金調達案の策定

⑤　PKP PLK S.A.関連

ⅰ．EU技術水準との整合性確保（法規、技術、さらに投資資金の調達案の策定）

ⅱ．TINA対象路線の整備優先順位の決定及び個別整備プロジェクトの優先順位の決定、

実施計画の策定、資金調達案策定

⑥　雇用リストラの実行計画策定（労働組合対策を含む）

２－３　他援助機関の支援動向

（１） EU

　EUは拡大EU実現のために、2004年の加盟候補となっている中東欧諸国をはじめとする被

援助対象国に対していくつかの援助スキームを用意している。特に2000～2006年の期間にお

いてはポーランドをはじめとする加盟候補国に対して、PHARE、ISPA、Support for Pre-

Accession Measures for Agriculture and Rural Development（SEPARD）という３つの援助

スキームを適用し、ECがこれら諸国の加盟前移行プロセスに係る具体的援助プログラムを、

各国別又は複数国にまたがるプロジェクトとして形成、実施主体（コントラクター）との契約、

モニタリング、評価等を実施することとなっている。このうち、SEPARDは鉄道を含む交通

セクターと関係がないため、以下ではPHAREとISPAについて記述する。

１）　PHARE

　1989年に旧共産主義体制から市場経済への移行過程に入ったポーランドとハンガリーに対

して、EU市場経済・政治体制への統合を加速させることを目的として創設されたEU（当

時、EC）の援助スキーム・資金である。1997年までに13の中東欧諸国が適用対象国となり、

同年までの援助枠総額は77億6,000万ユーロに達している。市場経済移行国が必要とする「固

定資本投資」（Investment）のハード面整備と「組織・制度構築」（Institution Building）に係

る技術援助（Technical Assistance：TA）によるソフト面整備という２つの側面にかかる資

金を、無償資金供与の形でEU予算から拠出、提供している。
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ⅵ．新規需要開拓のためのマーケティング戦略・実施計画の策定

③　PKP Cargo関連

ⅰ．新規需要開拓のためのマーケティング戦略の策定（復路需要の開拓、コンテナ化対応

計画、国際業務提携など）

ⅱ．必要な投資計画の策定及び資金調達案の策定

④　PKP Intercity関連

ⅰ．新規需要開拓のためのマーケティング戦略の策定（販路拡大策、需要喚起策、国際業

務提携など）

ⅱ．必要な投資計画の策定及び資金調達案の策定

⑤　PKP PLK S.A.関連

ⅰ．EU技術水準との整合性確保（法規、技術、さらに投資資金の調達案の策定）

ⅱ．TINA対象路線の整備優先順位の決定及び個別整備プロジェクトの優先順位の決定、

実施計画の策定、資金調達案策定

⑥　雇用リストラの実行計画策定（労働組合対策を含む）

２－３　他援助機関の支援動向

（１） EU

　EUは拡大EU実現のために、2004年の加盟候補となっている中東欧諸国をはじめとする被

援助対象国に対していくつかの援助スキームを用意している。特に2000～2006年の期間にお

いてはポーランドをはじめとする加盟候補国に対して、PHARE、ISPA、Support for Pre-

Accession Measures for Agriculture and Rural Development（SEPARD）という３つの援助

スキームを適用し、ECがこれら諸国の加盟前移行プロセスに係る具体的援助プログラムを、

各国別又は複数国にまたがるプロジェクトとして形成、実施主体（コントラクター）との契約、

モニタリング、評価等を実施することとなっている。このうち、SEPARDは鉄道を含む交通

セクターと関係がないため、以下ではPHAREとISPAについて記述する。

１）　PHARE

　1989年に旧共産主義体制から市場経済への移行過程に入ったポーランドとハンガリーに対

して、EU市場経済・政治体制への統合を加速させることを目的として創設されたEU（当

時、EC）の援助スキーム・資金である。1997年までに13の中東欧諸国が適用対象国となり、

同年までの援助枠総額は77億6,000万ユーロに達している。市場経済移行国が必要とする「固

定資本投資」（Investment）のハード面整備と「組織・制度構築」（Institution Building）に係

る技術援助（Technical Assistance：TA）によるソフト面整備という２つの側面にかかる資

金を、無償資金供与の形でEU予算から拠出、提供している。
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　PHAREは当初から中東欧における市場経済移行国のEU統合を促進するための「アメ」と

「ムチ」の機能を担っており、適用プロジェクトの形成・実施に関しては被援助国側のニーズ

とともに、EU、具体的にはECの統合方針・政策が色濃く反映されるものとなっている。

「欧州委員会意見書（European Commission's Opinions, July 1997）」が出された1997年以

降、特にその傾向を強くし、すべてのPHAREプログラムが「加盟指向（accession-driven）」

であることが必要とされている。すなわち、『短期・中期の優先順位をECが設定したリスト

を元に加盟候補国がEUと協議・合意した文書（Accession Partnership：AP）に基づいて、

EU加盟国として必要となる「EU標準の法体系、規制、インフラ（Acquis Communautaire）」

を構築するための国別プログラム（National Programme for Adoption of the Acquis：

NPAA）を支援する技術援助と投資資金を提供する』というものである。

　このような方針にのっとり、PHAREは中東欧のEU加盟候補国に対する主要な援助ス

キームとして過去13年にわたって機能してきた。ポーランドに対しては1989年当初から

PHARE資金が積極的に投入され、1999年までの累積資金供与枠は25億3,400万ユーロに達

し、PHARE資金全体の22％を占める大口の向け先となっている。2001年、2002年において

もポーランド向けPHARE資金枠はそれぞれ４億1,100万ユーロ、４億5,000万ユーロと巨額

に上っている（表２－30）。一方、交通セクターに対する資金援助は1997年までの累計で１億

7,000万ユーロ、同契約額でも１億5,300万ドルとなっており、同国に対するPHARE援助の

なかで重要な位置（シェア11％）を占めている。

表２－30　欧州委員会によるEU加盟候補国への資金援助
（援助枠：PHARE、ISPA）

（単位：百万ユーロ）

PHARE ISPA
国　名

2001年 2002年（暫定） 2001年
ブルガリア 82.8 162.9 106.8
チェッコ 65.4 103.8 66.9
エストニア 26.3 40.4 29.9
ハンガリー 89.8 120.7 90.9
ラトヴィア 31.4 47.3 48.1
リトアニア 45.5 80.5 50.5
ポーランド 411.0 449.8 406.6
ルーマニア 273.7 278.5 245.6
スロヴァキア 43.5 89.1 48.1
スロヴェニア 21.3 41.9 16.0
合　計 1,090.7 1,414.9 1,109.2
出所：“The Enlargement Process and the Three Pre-accession Instruments: Phare, ISPA,

　　　Sapard”, European Commission, Enlargement Directorate General, Bebruary 2002.
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　EU加盟候補国全体の交通セクターに係る援助の前提として、ECはTINAと称する制度・

組織を1995年から構築・運用している。これは加盟候補国がTENの一部を構成することが

可能な高水準の交通インフラを整備できるように、既存インフラの整備・近代化に係るプロ

ジェクト・ニーズを明確化したうえで、その実現に向けた投資プロジェクト形成・実践を

ECと加盟候補国、及び候補国間の調整を含めて行うものである。ECはTINA事務局を

ウィーンに置き、TINA路線（鉄道を含む交通網）の近代化投資プロジェクトの形成とその実

施に係るPHARE及びその他のソースを利用した資金援助の枠組みについての調整を行って

いる。

　ポーランド鉄道セクターにおけるPHARE資金により既に実施された重要プロジェクトと

して「E-20鉄道路線近代化」プロジェクトがある。これはTEN及びTINA路線の重要部分で

あるベルリン－ワルシャワ－ウクライナを結ぶ東西基幹路線であるE-20の近代化を進める

もので、1995～2000年までの期間、6,600万ユーロのPHARE資金が投入された。PHAREに

よる援助内容は「投資計画支援（F／S等）」、「線路や駅舎の近代化等にかかる投資」等である。

同時にECはEBRDや世界銀行等の国際金融機関と大規模インフラ整備プロジェクトに関し

ての援助強調を進めており、E-20近代化についても国際金融機関からのローン、ポーラン

ド国家予算の拠出（マッチング・ファンド）を含めた総額５億ユーロに上るプロジェクトと

なった模様である（表２－31）。

　また、1997年に発生した同国南部での洪水後のE-30鉄道の復旧・近代化に関連して、

3,800万ユーロのPHARE資金が、１億6,100万ユーロの欧州投資銀行（Europe Investment

Bank：EIB）ローンと１億5,600万ユーロのポーランド国家予算の拠出に合わせて、供与さ

れている。

　なお、TINAにより推計されたポーランド鉄道セクターの近代化に必要な投資総額は約145

億ユーロと推計されており（表２－31）、今後、次節に述べるISPA資金等を利用したプロ

ジェクト実施が検討されている。

表２－31　ポーランド交通セクターに対するPHARE主要プロジェクト
（単位：百万ユーロ）

PHARE
プロジェクト 総予算

額
シェア
（％）

国際金融
機関

ポーランド
国家予算

E-20鉄道近代化 500 63 13％ 250 187
A-4高速道路近代化 350 65 18％ 228  57
出所：pp.59, “PHARE: An Evaluation of PHARE-Financed Transport Programmes,

　　　Final Report”, December 1999.
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２）　ISPA

　中東欧のEU加盟候補諸国に対する唯一の援助スキームとして機能してきたPHAREを補

完するものとして、2000～2006年にかけて「環境」と「交通」の２つのセクターに限定したイン

フラ・プロジェクトを支援する援助スキームである。ISPAは候補国の市場経済移行・EU加

盟プロセスを支援するためのもので、ポーランドを含む候補国がEU加盟を実現した場合に

は現在、ギリシャ、アイルランド、スペイン、ポルトガル等に対して拠出されている加盟国

向けの援助資金「Cohesion Fund」に引き継がれる性格のものである。ISPAはPHARE同様、

無償資金供与でありその規模は毎年10億ユーロ程度となっている。2001年の供与枠は11億

ユーロでそのうち、ポーランドが４億1,000万ユーロ（36.7％）を占めている（表２－32）。ま

た、ポーランドに対する2000年、2002年のISPA供与枠はそれぞれ３億700万ユーロ、３億

5,700万ユーロである。

　ポーランド交通セクターに関しては主要交通ルートに係る大規模プロジェクトに資金投入

されることとなっており、そのなかで道路と鉄道の２つセクターにおける適切な配分バラン

スをとることが強調されている。鉄道セクターに関しては、先述したPHARE支援の継続案

件としてのE-20鉄道近代化や、TINA路線を対象とする線路インフラ近代化等のプロジェク

トへの支援が決定している（表２－33）。

　なお、交通セクターにおける汎ヨーロッパ・ネットワーク（TEN）の整備支援に関して、

PHAREやISPA等の無償資金供与、EBRD（後述）やEIB、世界銀行等の国際金融機関からの

借入等の公的資金の利用とともに、PPPによって民間資金を積極的に導入する方針がECに

よって示されている。

表２－32　TIINAにより推計された必要投資額
（単位：百万ユーロ）

鉄　道 道　路 空　港 その他 合　計
11か国合計 31,241（36.1％） 45,805 4,138 36,604 86,547
うち、ポーランド 14,484（39.9％） 17,550 2,931 15,814 36,295
シェア（％） 46.4％ 38.3％ 70.8％ 43.2％ 41.9％
（注）11か国はブルガリア、キプロス、チェッコ、エストニア、ハンガリー、ラトヴィア、リトアニア、

　　　ポーランド、ルーマニア、スロヴァキア、スロヴェニア。

出所：TINA Project, pp.44 “PHARE: An Evaluation of PHARE-Financed Transport Programmes,

　　　Final Report”, December 1999を元に調査団が修正。
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（２） EBRD

　EBRDは欧州における主要な国際開発金融機関として2001年までに約25億ユーロをポーラン

ドに対して貸し付けてきた。そのなかでポーランド鉄道セクター、より具体的にはPKPの商

業化・構造改善に関連してこれまでに３つの大きな借款プロジェクトを実行している。第１は

先述したPHAREによるE-20鉄道近代化プロジェクトにおける5,000万ユーロのEBRDローン

である。第２は2000年12月に実行し、2007年５月を償還期限とする１億ユーロの借款である。

これは早期退職手当や再就職職業訓練等のPKPの財務・雇用リストラのための諸コストに充

当するためのもので、EBRDのローン実行のあと、2001年５月には世界銀行が同様の使途のた

めの１億1,000万ユーロの追加借款を実行している（後述）。第３は2002年３月に実行した2007

年８月を償還期限とする１億3,000万ユーロの借款である。これはPKPの財務リストラの一環

として、10億ユーロを超えるとみられるPKP短期債務の借り換えに充当されたもので、EBRD

がポーランドに対して実行した過去最大のローン案件である。これらのPKPに対する借款は

いずれもポーランド政府の保証がついている。なお、EBRDは現在、5,000万ユーロの予算で

PLKの路線インフラ近代化やビジネスプラン策定に係る支援プロジェクトの実施を検討中で

あり、同時にPKP Cargoに対する技術援助を検討している模様である。その際にはEUと同様

に、PPPの効果的な導入を視野に入れた援助を計画したいとしている。

表２－33　ISPAによるポーランドの交通セクター主要援助プロジェクト
（百万ユーロ）

プロジェクト 主　な　内　容 ISPA支援額
Bielsko-Biala-
Skoczow-Cieszyn
高速道路

・ カトビツェに近い南部のBielsko-Bialaとチェッコ国境の
Cieszynとを結ぶ道路を高速道路化し、汎ヨーロッパ回廊の１
つとなるポーランドの南北基幹高速道路の一部を形成する

103.6

A4高速道路の改善
Krzywa-Wroclaw
区間

・ ヴロツラフ、カトビツェ、コラコフ等、ポーランドの鉱工業、
観光の重要地帯を経由して、ドレスデン（独）とキエフ（ウク
ライナ）を結ぶEU基準に合った東西汎ヨーロッパ回廊（高速道
路）を形成するために60年前に建設されて老朽化の激しい該当
区間の路面と橋梁（20のアンダーパスと21の橋梁）整備を行う。

189.5

ボズナン鉄道結節
点の近代化（E-20
鉄道）

・ ポズナンは汎ヨーロッパ回廊（E-20）とシチェチン－ヴロツラ
フを結ぶ南北幹線（E-50）との重要な鉄道結節点であり、支線
や交差路線がよく整備されている反面、老朽化した信号システ
ムや路線配置の問題等で通行量、信頼性、安全性に問題があり、
近代化によって速度向上と通行可能量の増加を図る。

50.6

線路インフラの近
代化による運行制
約の解消

・ 線路インフラの修復、近代化により鉄道路線の運行制約を解消
する。特に汎ヨーロッパ回廊に沿った主要路線の修復必要箇所
を対象とした５つのプロジェクトを実施する。

（注）　　 は鉄道（PKP）関連プロジェクト

出所：“Pre-Accession Funds in Poland”, European Commission, 25 June 2002を元に調査団作成
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（３） 世界銀行

　世界銀行はPKP商業化・構造改革・民営化に関連して「Railway Restructuring Project」と

いう名称の包括的な援助プロジェクトを設定して2001年から実施している。これは2001～2004

年までの４年間に実行される総額１億1,000万ユーロ（１億100万米ドル）のプロジェクト（ポー

ランド政府の保証付きの借款）であり、世界銀行以外の資金ソースを含めて次の３つのコン

ポーネントからなる包括プロジェクトとして位置づけられている。

　第１は先述したように、世界銀行資金をEBRDとの協調融資によるPKPの財務・雇用リス

トラの諸コストに充当するもので、9,900万米ドルという当該プロジェクトへの世界銀行資金

拠出の太宗（99％）を占めている。第２はPKP従業員の職業紹介・訓練に係るもので、必要コ

ストの2,400万米ドルは当該プロジェクト全体の実行条件としてPKPが拠出することが義務づ

けられている。第３は技術援助（コンサルタント・サービス）で世界銀行が当該プロジェクトか

ら145万米ドルと他の世界銀行資金ソース（World Bank Privatization Technical Assistance

Loan）を利用して８件のコンサルタント・サービスを実施することとなっている（表２－34）。

調査団が世界銀行ワルシャワ事務所においてヒアリングしたところによれば、現在、PKP、

PKP Cargo、鉄鋼広軌路線有限会社（PKP LHS）の３社にいずれも６か月の予定でコンサル

タントを派遣している。このうち、PKP S.A.の戦略アドバイザーであるプロコポヴィッチ教

授はPKP自身による構造改革・民営化のための計画策定を主導しており、調査団との会議に

も出席した。

（４） 他援助機関の支援動向を配慮した本格調査に向けた課題

　以上、概観してきたように、ポーランドの交通セクター、特に鉄道セクターに関してはEU

加盟を前提としたTEN形成に資するプロジェクトを中心として、他援助機関及び国際金融機

関の支援が行われている。このなかで主導的役割を果たしているのはEU、より具体的にはEC

であり、本格調査の実施段階ではECを中心とした他援助機関の方針と動向に十分に配慮し

て、分析・提言においてはEU加盟プロセスの全体的な枠組みから逸脱することのないよう留

意する必要がある。またTEN又はTINA路線の近代化に係る主要資金源がこれらの援助機関に

なることを想定したうえで、PKP（グループ）の構造改善・民営化に係る分析・提言をしてい

く必要があろう。同時にEUやEBRDが積極的に取り組もうとしているPPP手法の導入につい

ても、他援助機関の構想と適用事例に留意しながら、本格調査での分析・提言に盛り込んでい

く必要があると考えられる。
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表２－34　世界銀行、EBRD、EUによる技術援助（コンサルタント・サービス）の実施状況
（1,000米ドル）

課　　題 実施機関 コスト 資金源 開　始 完　了
備　考
（選定コン
サルタント）

既に実施されているもの
1. 鉄道インフラと市場環
境分析。PLKの経営計画
策定

PKP 1,000 EBRD/PHARE
2Q/
2000

2001 Gibb

2. PKP S.A.商業化と民営
化の具体的手順策定

PKP 500 EBRD/PHARE
3Q/
3000

Proinvest

3. SKMとWRDの民営化
アドバイザー（実施マネ
ージャー）

PKP 1,250 EBRD/PHARE 03/2001 A. Anderson

コスト（必要資金）小計 2,750
コンサルタント選定中もの
も
1. インフラへのアクセス
権と使用料に係る手法

MOI 300
世界銀行
(Privatization)

07/2001 12/2001 -

2. 補助金：旅客鉄道とイン
フラ整備に係る政府支
援の原則

MOI 300
世界銀行
(Privatization)

07/2001 12/2001 -

3. 有望な鉄道の役割定義
を含む輸送市場分析

MOI 300
世界銀行
(Privatization)

07/2001 12/2001 -

4. PKP取締役会のアドバ
イザー

PKP 500
世界銀行
(RRL*)

09/2001 2002
Prof.
Prokopowicz

5. LHSの民営化アドバイ
ザー（実施マネージャ
ー）

PKP 800
世界銀行
(RRL*)

10/2001 2002 実施中

6. PKP貨物の民営化アド
バイザー（実施マネージ
ャー）

PKP 1,600
世界銀行
(RRL*)/募集中

秋/2001 2002 実施中

7. 旅客輸送と補助金のあ
り方に係る地方政府へ
のアドバイス

MOI 500 募集中 秋/2001 2002 -

8. 不採算路線の地方移転、
民営化、廃止等に係る分
析と計画策定

MOI 250 募集中 -

コスト（必要資金）小計 4,550

資金合計
PKP 5,900
MOI 1,400

7,300

世界銀行 Privatization $900
世界銀行 RRL* (Railway Restructuring Loan)
$1,450
Grants $4,950

出所：pp.51, Project Appraisal Document on a Proposed Loan in the Amount of Eur 10.0 million (US$101.0

　　　million) to Polskie Koleje Panstwowe S.A. (Polish State Railways S.A.) with the Guarantee of the

　　　Republic of Poland for a Restructuring Project, April 30 2001, Report No:21797-POL, The World Bank.

　　　を元に調査団が一部、修正。
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２－４　本格調査への提言

（１） 調査の目的と対象地域

　ポーランドは、1989年の社会主義政権の崩壊後、直ちに市場の要請に応え他交通機関との

競争に対抗する目的で、国営鉄道の構造改革に着手し始めている。そして1991～1992年には

JICAによる「ポーランド全国総合交通計画調査」を実施し、将来におけるEU経済との統合をめ

ざしながら市場経済へ移行するにあたり必要となる運輸セクターの改革指針を作成した。ポー

ランドは、この調査の提案に沿って本格的な「ポーランド国鉄（PKP）」の改革に着手させたと

される。旧体制下において採算性を度外視して肥大化した鉄道経営の合理化、市場経済のなか

で予想される自動車輸送との競争激化への対応、予想されるEU統合に伴う鉄道システムの変

革などがPKP変革を必要とした主因であった。

　ポーランドはPKP改革のため、1992年末には運輸海事省（現インフラ省）に鉄道局を新設し、

1995年11月には「New PKP Law」を成立させて、PKP改革の体制を整備し、改革の方向性を

明らかにした。

　その後、1995年７月～1996年８月には世界銀行支援の“Railway Restructuring Project”

（Mercer Management Consulting社）を実施し、PKP国営企業として存続する条件の下でPKP

の合理化分野（PKPから分離されるべき事業分野の特定、雇用調整など）と市場志向経営の強

化を明確にし、かつこのために必要な運営制度・組織を提案させた。また、1995年10月～1998

年２月にはJICAによる「ポーランド国鉄民営化支援計画調査」を実施し、PKP民営化を前提と

した改革実施のための具体的施策を広範な分野にわたって準備した。この提案を受け、2000

年９月には、「2000年９月法」を施行し、PKPの民営化による改革を実施に移し始めている。

　このような経緯を有するなか、ポーランド政府は、2000年４月、PKPの民営化への最終段

階へ向けての最適手法の策定を目的として本調査を要請してきたものである。

　このため本調査の目的は、以下のとおりである。

・ポーランドの鉄道輸送を将来にわたって活性化させ、かつPKPグループ各社の財務的健

全性を改善するための経営施策を策定すること、

・PKPグループ各社が完全民営化を果たし得るための条件整備の施策を策定すること、

・EU加盟の条件である鉄道EU基準を満たすための鉄道インフラ整備計画を策定すること。

　したがって、本件調査はPKPグループ全体及びグループ各社のリストラ及び民営化の実施

のために必要とされる諸作業の策定、実施計画の作成に焦点をあてることが重要となる。

　また、株式の市場公開をめざしているPKPグループ３社の財務状況の改善、経営手法の合

理化など経営改善全般にかかわる提言を行うとともに、グループ全体の民営化にかかわる内容

である１）政府の役割、２）法律・制度、３）グループ各社間の関係のあり方などについても具
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体的な提案を行い、民営化の実効をあげることが不可欠な調査内容となる。

　調査対象地域はポーランド全域の旧PKPからPKP S.A.が継承した鉄道路線全線を対象とす

る。なお、EU鉄道規格の調査やポーランド周辺国の鉄道料金、整備政策、共同運行などの政

策調査が必要となる場合には、関連諸国での調査を含むものとする。

（２） 調査項目

　調査に必要な詳細資料・データ類は本格調査団に提供されることになっており、これらを元

に以下の調査を実施するものとする。

１）　S／Wの確認

①　PKP民営化作業の進捗状況把握（政府鉄道支援方針、法制、組織、PKP民営化戦略、財

務動向）

②　現状の問題点の把握

③　S／Wの修正・最適化

２）　調査方針の確立及び資料収集

①　EU鉄道整備にかかわる法規・協約等の分析

②　ポーランド国民営化関連法の把握・分析

③　既存資料の収集（各社ビジネスプラン、TINA路線整備・計画、EU鉄道関連基準）

④　調査方針・手順の確立・確認

⑤　調査体制の確認（現地ステアリングコミッティ、C／P配置等）

３）　現状分析

①　政府による鉄道支援策の分析・評価

②　累積債務構造の把握・解決策の分析・評価

③　鉄道料金構造（貨物・旅客）の分析

④　鉄道活性化施策の評価

ⅰ．PKPグループ各社の既存マーケティングの分析・評価

ⅱ．共同事業開発にかかわる各社間の協議・運営体制の分析・評価

ⅲ．プロフィット・センター設立の阻害要因の分析（資産配分・資産管轄の問題を中心）

⑤　TINA路線整備計画の評価・確定

ⅰ．既存TINA改修計画の再評価

ⅱ．TINA路線別改修優先順位の設定、個別プロジェクトの優先順位設定及び実施スケ

ジュール作成

⑥　鉄道需要予測

ⅰ．既存需要予測データの収集・評価



－80－

ⅱ．最新旅客・貨物輸送データの収集・分析

ⅲ．既存需要予測のup-to-date（2010年まで）

⑦　地方旅客輸送輸送計画

ⅰ．赤字路線の確認

ⅱ．赤字路線の廃止・移管（地方自治体、民間投資家）計画の策定

ⅲ．県事業所の適正規模分析及び実施手順のモデル策定

ⅳ．地方旅客輸送鉄道経営にかかわるJNR、JR、その他日本の民間鉄道の経験の紹介

⑧　現況資金調達先・構造の把握

⑨　企業財務分析

ⅰ．PKPグループ各社の財務分析と問題点の把握

ⅱ．民営化にかかわる財務条件の分析

ⅲ．各種条件下での各社財務シミュレーション（PKP Regional、PKP Cargo、PKP

Intercity、PLK、PKP S.A.）

ⅳ．経営移管させるPKP Regional地方線の財務シミュレーション

ⅴ．政府補助金等のインパクト評価

⑩　雇用調整プログラム及び労働組合対策の構築

４）　対策の設定

①　将来の交通網整備にかかわる鉄道の役割提言

②　鉄道の経営改善にかかわる総括的対策の策定

③　各種政策提言の実施計画の策定

④　各種政策提言に関する財務的インパクトの分析

　なお、各作業の成果に関しては上記調査項目とは別途定められた各種報告書、セミナー等で

発表される。

（３） 調査工程と要員計画

　調査は2004年２月下旬より開始し、約14か月後の終了を目途とする。調査工程案を、以下

に示す。
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図２－９　工程案

　また調査工程の各フェーズにおける作業課題は以下を想定している。

2002年度 2003年度
Date

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
Month １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14

Work in Poland

Work in Japan

△ △ △ △ △ △

IC／R P／R1 P／2 IT／R DF／R F／RReports

　第１フェーズ 　　　第２フェーズ 第３フェーズ 第４フェーズ

［Legend］

　IC／R ：Inception Report 　P／R：Progress Report IT／R：Interim Report

　DF／R：Draft Final Report　F／R：Final Report

フェーズ 期　間 作　　業　　課　　題
第１
フェーズ

2003年
２～３月

1. PKP民営化作業の進捗把握（政府鉄道支援方針、法制、組織、PKP民営化
戦略、財務動向）

2. 問題点の把握
3. S／Wの修正・最適化
4. 既存資料の収集（各社ビジネスプラン、TINA路線整備・計画、EU鉄道関
連基準）

5. 調査方針・手順の確立・確認
6. 調査体制の確認（現地ステアリングコミッティ、C／P配置等）

第２
フェーズ

2003年
４～９月

1. 政府による鉄道整備支援策の検討
2. 累積債務解消策にかかわる対策の検討
3. 合理的料金の設定（貨物・旅客）
4. 合理的線路使用料の設定
5. PKPグループ各社の既存マーケティングの評価・新規提案作成
6. TINA路線の路線別整備優先順位・プロジェクト優先順位の設定
7. 鉄道需要予測
8. 地方旅客輸送の赤字路線の確認、対策案の検討

第３
フェーズ

2003年
９～12月

1. 各種政策提言の策定
2. 各種政策提言の実施計画の策定
3. 各種政策提言に関する財務的インパクトの分析

第４
フェーズ

2004年
１～３月

1. 現地セミナー開催
2. ドラフト・ファイナル・レポートの作成・説明・提出
3. ファイナル・レポートの作成・提出
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　要員とその業務分担は以下を想定している。

要　　員 業　　務　　内　　容
団長・鉄道政
策

1. 将来の交通網整備にかかわる鉄道の役割提言
2. EU鉄道基準及び近隣諸国規定・制度との各種調整
3. 民営化途中及び民営化後の鉄道整備にかかわる政府役割の提言
4. 鉄道活性化にかかわる施策提案
5. 各種分析・政策提言にかかわるポーランド側との協議及びコンセンサス形成

鉄 道 経 営 戦
略・人材育成

1. 鉄道の経営改善にかかわる総括的対策の策定
2. 組織・財務・資産・従業員の各リストラ対策の促進策の策定
3. 雇用調整施策の再構築
・雇用規模の評価
・既存プログラムの評価（内容・スケジュール）
・新規提案

4. 職業再訓練プログラムの再構築
5. 既存プログラムの評価・代替案・提案の提案
6. 実施体制整備（外注対象など）

線路使用料政
策

1. 料金政策（貨物・旅客）の分析
2. EU加盟各国の料金水準の分析
3. アクセス料金（＝インフラ使用料）設定基準の設定・合理的水準の設定

財務分析・資
金計画

1. 企業財務分析
・民営化にかかわる財務条件の分析、提案作成
・各種条件下での各社財務シミュレーション（PKP Regional、PKP Cargo、PKP

Intercity、PLK、PKP S.A.）
・経営移管させるPKP Regional地方線の財務シミュレーション
・政府補助金等のインパクト評価

2. 資金調達
－現況資金調達先・構造の把握

3. 新規資金調達先・構造の提案
4. 政府資金の必要性の検討・提案作成

鉄道マーケテ
ィング

1. 収益拡大のための既存マーケティング施策の評価、新提案の作成
－旅客（PKP Regional、PKP Intercityを対象）
－貨物（PKP Cargoを対象）

鉄道需要分析 1. 既存需要予測データの収集・評価
2. 最新旅客・貨物輸送データの収集・分析
3. 既存需要予測のup-to-date（2010年まで）

鉄道インフラ
計画１

1. 鉄道インフラにかかわる各種整備計画の評価、優先順位の策定、整合性確認、実
施計画の策定など政策判断を行う

2. 既存TINA改修計画の再評価
3. TINA路線別改修優先順位の設定、路線プロジェクトの優先順位及び実施スケジュ
ール作成

4. 車両投資計画の評価（新規購入、リースを含む）
5. 各種鉄道施設の整備計画の分析・評価

鉄道インフラ
計画２

1. 鉄道インフラの整備計画にかかわる軌道、電気、通信、信号保安設備部門の技術
妥当性の評価を分担する。

2. 既存TINA改修計画の技術的再評価
3. TINA路線別改修優先順位の設定、路線プロジェクトの優先順位及び実施スケジュ
ール作成にかかわる提言作成
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〈鉄道インフラ１・２の区分について〉

　なお、「鉄道インフラ計画１」については先方政府より要請されているTINA路線の整備計画

に関する優先順位の決定などの政策的判断を行うことを主業務とし、「鉄道インフラ計画２」は

先方が既に準備している整備計画書の技術的内容に関する妥当性を評価することを主業務にす

る。共通作業として先方資料の評価を行うが、重点とする役割に配慮し、重複を避けるべく調

整を行うものとする。

（４） 調査実施上の留意点

１）　柔軟な調査設計の必要性について

　ポーランド政府は2002年11月時点で旧国鉄の民営化を鋭意進めており、インフラ省要請

に基きPKP S.A.自身が「民営化戦略」作成を進捗させており、2003年２月には政府方針とし

て議会承認を得る予定でいる。これには現況の民営化作業の進捗分析と問題点が指摘され、

かつ今後のPKP民営化にかかわる基本方針が提案される。2002年11月時点で原案が完成さ

れ、PKP内部での検討作業に入っている。PKP S.A.からはこの「民営化戦略」が議会承認を

得た場合には、本件調査もここに記載された基本民営化方針に沿った調査実施を要請してい

る。2002年11月時点で事前調査団が入手した「民営化戦略（草稿）」には未完部分が多く、かつ

将来施策にかかわる基本方針など明確な記述が欠けており、2003年２月の議会承認のため大

幅な追加記載などが必要となっている。このため、2002年３月あるいはそれ以降の「民営化

戦略」の内容を照会し、本格調査のS／Wを修正し、本格調査に反映させることが特に肝要

民営化制度／
法・組織

1. EUの鉄道政策、法規、整備基準にかかわる法規・協約等の分析
2. ポーランド国民営化関連法の把握・分析
・PKPグループ企業間の政策調整権限・機能の分析
・鉄道経営にかかわる関連法規・省令等の枠組み分析
（アクセス料金設定、長期債務、資産再配分の扱いを中心とする）

3. 共同事業開発にかかわる各社間の協議・運営体制の分析・提案の策定
4. PKP資産の登記問題対策の提案（特に土地）

地方旅客輸送
鉄道計画

1. 県事業所の適正規模分析及び実施手順のモデル策定
2. 赤字路線の廃止・移管（地方自治体、民間投資家）
・路線別収支指標の算出
・代替交通機関の潜在力分析
・廃止・移管路線の設定・実施スケジュール作成（グループごと：早期、中期）
・廃止・移管方法の提示
相手（民間投資家、地方自治体、独立）
方法・資金調達先（民間投資家、PPP、補助金、地方自治体等）

3. 実施スケジュール（２フェーズ分けなど）
4. 地方旅客輸送鉄道経営にかかわるJNR及びJRの経験の紹介、これを活用した各種
提案の作成
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であると判断している。

　これ以外の進捗中の法案には、「2000年９月法」の改正案が国会で審議中とのことであり、

これには累積債務の減免措置の扱いなどが提案されている。インフラ使用料などに直接影響

を与える要因の検討が2003年３月までには決定される予定である。

　PKPは、「2003年３月に本格調査が始まるころには、PKP民営化が大きく進捗しており、

S／Wの大幅な変更が必要になるだろう」と話しており、これに対応した措置が必要となる

ことを勘案した調査準備が大切である。2002年３月に予定される本格調査での民営化作業の

進捗と方向性を再度正確に把握し、本格調査の焦点を再確認し、必要ならばS／Wを修正す

ることも可能な柔軟な調査体制を設計することが大切である。

２）　鉄道政策にかかわる適宜かつ頻繁な協議の必要性について

　本格調査では多数の報告書が予定されている。しかしながら、民営化の基本方針やその他

調査方針などの確定を行う場合には、報告書の提出を待たずにその都度C／Pや関係機関と

の意見交換を行い、かつ合意形成を図る必要がある。これは急速に進展するPKP民営化作

業の統一を保ち、各方面での民営化作業と整合性を保つことを目的とする。

　このための協議先としては、先方関連機関によるステアリングコミティの設立を要請する

なり、C／Pを通して関係上部機関に報告を依頼するなど様々な方法が考えられる。最も有

効で、実施可能な協議機関・方法の確立を工夫することが必要である。なお、PKP S.A.の

民営化オフィス部長は、既存の「PKPミーティング」にこの機能を担わせる構想をもってい

たが、実現性は不透明である。

３）　C／Pとの共同作業の重要性について

　事前調査団は、ポーランド側C／Pの参加を依頼し、本格調査団員との共同作業を実現す

るよう要請している。これは急速な民営化にかかわる進捗情報を各分野で正確に提供しても

らうチャンネルをつくり作業効率をあげること、かつ多様な政策選択肢から最適案を選ぶ場

合の検討に直接参加してもらうことで本件での政策立案視点を体得してもらい、政策実施に

力になってもらうことを目的としている。

　具体的には、C／Pとの共同作業や協議を多くしたり、発表会を頻繁に開いたり（参加自由

のオープン協議でよい）してフィードバックを受ける機会を多くするなどして、調査団の検

討事項についてC／Pの考えとの距離をなくすことが重要と考える。

４）　調査補助員の雇用について

　現地では資料の提出が必ずしも迅速ではなく、関係書類等がない場合も頻繁にある。また

法規・社会保障制度などの現地事情をはじめ、民営化をめぐる諸改革が目まぐるしく推移し

ているため、これらの事情に通じたポーランド人を補助調査員として雇用することは、効率

をあげるに十分に有効な方法であり推奨される。特に大学教授など臨時調査員の雇用を積極
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的に行うことは、JETROなどの調査機関が頻繁に採用して実績を上げている方法である。

　もとより現地人を団員に採用するなどの方策を講じることができれば非常に有効な策にな

るといえる。特にポーランド人を調査団に参加させることについてはPKP幹部が是非実現

するように調査団に依頼するケースもあった。

　C／Pとの共同作業を通して彼らを情報の提供者として活用することも可能である。コン

センサスの確立、幹部への調査内容のフィードバックなど有益に機能してもらうことができ

よう。このためC／Pの確保にはポーランドとのインセプション・レポート協議時などの機

会をとらえ、実現に努力することが大切である。

５）　通訳について

　現地のPKPグループ関係者は、事前調査団が接した範囲では英語が不自由な方が多い。

S／W協議に関してもS／W原案をポーランド語に翻訳し、協議のベースとする状況であっ

た。また資料そのものがポーランド語のものが多く、英語での資料提供はごく稀であること

に留意する必要がある。通常プロジェクトより通訳者を多く雇用することが不可欠となると

予想される（１～２名はポーランド語－日本語の通訳が必要、その他資料翻訳などは英語～

ポーランド語通訳で対応）。事前調査団は、２名のポーランド語～日本語通訳を配し、会議

通訳と資料翻訳とを並行して実行し、効率向上に努めた。参考として事前調査団が雇用した

通訳の氏名、連絡先を記載する。両氏ともに日本語はネイティブに近い。

小見アンナ氏： 電話：48-22-332-0310、e-mail：omiat@polbox.com

シュルツ氏： 電話：48-22-858-7296、e-mail：matsugu3@polbox.com

６）　EU及び近隣諸国の鉄道政策にかかわる情報収集について

　ポーランドは予定しているEU加盟のために鉄道規格をEU基準に準拠させる必要がある。

しかしながら今回事前調査団では関係するEU規定の提供をポーランド側に要請したがほと

んど手元に資料がない状態であった。基本的にはインターネットEUポームページに英語版

が記載されているので入手が容易であるとの説明を受けているが、関係資料の検索は容易で

ないと予想される。本格調査開始前にEUに関係する鉄道民営化関連規約、技術基準、法規

などの収集に努め、本格調査開始時には相当量の関連資料を保有し、理解してから現地調査

を開始することが望まれる。

　さらには、PKPグループ各社は、近隣諸国との料金制度調整、共同運行などの協議を開

始しており、これら諸国あるいはEU諸国のこれら制度についても直接資料提供を要請する

などの必要があり、現地調査にはこれら諸国鉄道関係者へのヒアリング・資料提供なども必

要に応じて実施できる体制とする配慮が必要と判断している。

７）　需要予測について

　需要予測については、今回事前調査では特に重点を置く必要がないことが先方より指摘さ
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れた。コンピューター・シミュレーションによる需要予測ができれば歓迎するが、モデルの

前提であるマクロ指標などが常に議論の対象となり妥当性をめぐる際限のない論争が続い

て、PKP民営化の政策的枠組み、内容、優先順位、手順などの本質的議論がなおざりにな

ることを警戒しての意見であった。また、地方赤字路線の需要予測を精緻に行うより、これ

らをいかに廃止なり経営移管させるかがより有意義となっている事情を反映した意見であっ

た。

　このため需要予測の実施では、本格調査では各オペレータが実施している需要予測結果を

調査時点での需要量で調整したり、主要貨物である石炭の国内外での最新需要動向、大都市

近郊でのバス等の交通機関との競争力比較、さらには国際輸送需要の動向を調査して既存需

要予測を修正するなどの手法を採用することで対応することが考えられる。また先方より各

社が作成した既存需要予測の手法についてコメントがほしいとの意向が伝えられており、対

応することが望まれる。

　なお、ポーランド側は、需要予測の目標年次は2010年までで良いとしている。ただし、財

務シミュレーションでより長期の需要予測が必要な場合には本格調査団が先方政府あるいは

PKPグループ各社と協議のうえ、目標年次を別途設定することが望ましい。

　なお、事前調査団は上記事情を反映し、需要予測にかかわる現地調査再委託見積りなどの

手配は行っていない。

８）　新規車両投資の扱いについて

　鉄道オペレータであるPKP Regional、PKP Cargo、そしてPKP Intercity各社は、いず

れも今後国際競争力の向上のためには新規車両の導入が必要と判断しており、PKP Cargo、

PKP Intercityなどでは新規車両投資計画を策定中である。いずれも多額の新規投資額とな

る。しかしながら新規投資額算定の基準となる新規車両の詳細検討については今回の調査で

は重点を置かず、新規車両購入の妥当性と資金調達可能性に調査を限定することで対応し、

担当専門家を配置しないものとしている。
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